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平成24年知立市議会12月定例会企画文教委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成24年12月17日（月） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     安江 清美     田中  健     山﨑りょうじ   池田 滋彦 

     神谷 文明     水野  浩     久田 義章    高橋 憲二 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     企 画 部 長   清水 清久      協 働 推 進 課 長   山口 義勝 

     企 画 政 策 課 長   加古 和市      総 務 部 長   今井  尚 

     総 務 課 長   岩瀬 博史      安 心 安 全 課 長   高瀬 季治 

     税 務 課 長   小笠原忠利      会 計 管 理 者   鈴木 健一 

     監査委員事務局長   高木 洋幸      教 育 長   川合 基弘 

     教 育 部 長   野村 清貴      教 育 庶 務 課 長   石川 典枝 

     学 校 教 育 課 長   宇野 成佳      生涯学習スポーツ課長   水嶋  広 

     文 化 課 長   寺田 和彦 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      副 主 幹   池田 立志 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第55号 知立市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例   原案可決 

     議案第56号 
 知立市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正す 

 る条例 
 〃 

     議案第57号 知立市暴力団排除条例の一部を改正する条例            〃 

     議案第60号 平成24年度知立市一般会計補正予算（第４号）           〃 

     議案第63号 平成24年度知立市土地取得特別会計補正予算（第１号）       〃 

     議案第67号 
 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を 

 定める条例の一部を改正する条例 
   〃 

     議案第68号 
 知立市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

 の特例を定める条例の一部を改正する条例 
   〃 

     議案第69号 知立市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例       〃 

     陳情第23号 社会保障の施策拡充についての陳情書             不 採 択 

     陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を求める意見書の提出を求める陳情書    〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前９時59分開会 

○山﨑委員長 

 定足数に達していますので、ただいまより企画

文教委員会を開会いたします。 

 ここで当局より発言の申し出がありますので、

これを許します。 

○総務課長 

 お許しをいただきましたので、御発言をさせて

いただきます。 

 去る12月６日開催されました市議会一般質問に

おいて、水野議員から御質問いただいた中で、御

指摘をいただいた件でございます。 

 12月２日執行の知立市長並びに知立市議会議員

補欠選挙の投票におきまして、とある投票所にお

いて、選挙人の方に対して住所、氏名を記載させ

たことに関しまして、その後、私ども選挙人御本

人様に御面談をいたしました。また並びに、当時

対応した職員本人からも事実行為を確認をさせて

いただきました。この結果について御報告をさせ

ていただきます。 

 選挙人御本人様には、12月６日午後６時45分ご

ろ御自宅のほうにお伺いをいたしました。直接お

会いをして、私どもから改めて当時の対応につい

ておわびをさせていただきました。御住所並びに

お名前を伺った事情、理由などを御説明を差し上

げまして、本来は御本人様に自筆していただくの

ではなくて、私ども職員が御本人様から御住所、

お名前をお伺いをして私どもが控えてすべきこと

であったと内容を御説明いたしましたところ、御

本人様も快く御理解を示していただきまして、お

許しを得ることができました。 

 まず、御住所だとかお名前を伺う理由について

ですが、同一期日でとり行われる選挙の場合、選

挙を行う選挙人の皆様によっては、該当する全て

の投票を行うことなく、一部の投票に関しまして

は、私はこれについては棄権をしますという御意

思をお示しをされる場合がございます。 

 しかし、これについては、当然投票の自由です

ので、保障されるべきことでございまして、棄権

されること自体は何ら問題のない事柄でございま

す。 

 しかし、一旦棄権をされた場合でも、その投票

当日の終了するまでは、お考えがもし変われば棄

権した投票に関しましても改めて投票する権利に

ついては本人様にございますので、その投票の権

利は保障されるべきでございます。このように一

旦棄権をされた場合でも帰宅後、御家族とお話を

したりですとか、いろんな情報を得る中で、改め

て投票にもう一度行ってみようということが過去

にもないことないものですから、そういったこと

からしまして、選挙人の方の投票の権利を保障す

るためにも、今回市長選を投票された後に市議会

議員の補欠選挙を御辞退されたわけなんですが、

お帰りになられた後に、再び選挙人の方が、さき

に御説明しましたとおり、改めてもう一度補欠選

挙のみに限って投票させてくださいということで、

投票所のほうにお運びいただくケースが十分考え

られますものですから、その際には、どちらのと

なた様が棄権をされたかということを控えてない

と、受付所では既に両方投票しちゃったという形

の処理がされております。したがいまして、御住

所、お名前を伺わないことには、その方が一旦帰

った後に、またもう一度訪れた際に、その方が投

票してないということが判別できるために御住所、

お名前をお伺いするわけでございます。 

 ただし、その場合でも、中には、もう私はそう

いったことについては考えは変わらないから、い

いですと、住所、名前は言うことは控えると、遠

慮しとくというお客様もいらっしゃいます。その

ようなお客様の場合には深追いはせずに、一応投

票録上には男性もしくは女性が１名棄権をされた

ということを控えておけば投票録そのものはきち

っと作成ができるものですから、その場合につい

ては、どちらのどなた様かはわかりませんが、男

性もしくは女性の方で数名棄権をされたというこ

とで、そういうことを控えるような形にしており

まして、職員のほうにもその旨はよくよく伝えて

はあったんですが、何らかの事情で忙しさにかま

けてたのかどうかよくわかりませんが、ついつい
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不用意ではあったと思います。御本人様に書いて

くださいというようなことをしてしまったという

ことでございます。 

 このようなことがないように十分指導はしてま

いる所存でございますし、今回の国政の場合でも

事前にそのことはきちっとお話を差し上げました。

御本人様も前もってきちっとその辺の理由を説明

していただければ、私はそんなに気分を害するこ

とはなかったということなんです。その理由を説

明する前に、先に住所とお名前を書いてください

ということを言ったがために、非常に御本人様に

不快な思いをさせてしまいました。この件に関し

ましては、弁解の余地もございませんで、深くお

わびを差し上げます。 

 以上、事実行為のみに限って御報告させていた

だきました。ありがとうございました。 

○山﨑委員長 

 それでは、本委員会に付託されました案件は10

件、すなわち議案第55号、議案第56号、議案第57

号、議案第60号、議案第63号、議案第67号、議案

第68号、議案第69号、陳情第23号、陳情第24号で

す。これらの案件を逐次議題とします。 

 なお、陳情第23号及び陳情第24号の２件につき

ましては、趣旨説明の希望があります。まずこの

委員会の冒頭で趣旨説明を行い、陳情の審査につ

きましては、本委員会に付託されました議案等の

案件が終了した後に行いますので、御承知願いま

す。 

 それでは、陳情提出者の趣旨説明を行います。 

 初めに、手順を説明いたします。説明者の方は、

お名前をお呼びしましたら正面の説明席について

いただきます。そして、趣旨説明をしていただき

ます。説明の時間は１件につき５分で、複数の件

数の場合はまとめて10分程度といたします。説明

終了後、説明に対する委員の質問を行います。質

問終了後、説明者の方は傍聴席に移動していただ

きます。 

 なお、説明及び質問の応答の際は、説明者並び

に委員の方は委員長が指名しましたら、その場で

立って行ってください。 

 それでは、陳情第23号及び陳情第24号の提出者

の代理の西村さん、説明席にお座りください。 

 西村さん、陳情第23号及び陳情第24号の趣旨説

明をお願いいたします。 

○西村秀一氏 

 本日は、陳情趣旨説明を述べさせていただく機

会を設けていただき、ありがとうございます。 

 愛知県自治体キャラバンの中心的な団体であり

ます愛知県社会保障推進協議会事務局次長の西村

秀一と申します。 

 自治体キャラバン実行委員会は、労働団体、婦

人、中小業者などの市民団体、医療、福祉関係の

団体が協働しまして県下の暮らしを守る社会保障

の推進の運動を進めている実行委員会でございま

す。今回提出させていただいた陳情書のように、

毎年県内全ての市町村に社会保障施策の拡充を求

めて陳情書を提出し、当局とも懇談しています。

この間、知立市におかれては、子ども医療費の助

成の拡大や妊婦健診の14回助成、ヒブワクチンな

どの任意予防接種への費用助成など、幾つかの福

祉施策を拡充いただき、ありがとうございます。 

 本日は、きょう御審議いただく陳情の内容です

が、去る８月に国会で決められた、いわゆる社会

保障税一体改革法の問題にかかわることで、昨日

の総選挙で政権交代となりますが、この法律は、

御承知のとおり、民主と自民、公明３党合意によ

り成案化され成立してきたもので、新しい政権も

そのまま引き継ぐものであります。 

 第１に、社会改革推進法は、社会保障のあり方

として自助、共助を中心として、公助はそれを補

足するものとして位置づけています。国は、国民

の生存権を保障する義務があるとする憲法第25条

から大変逸脱した大きな問題を含んでいます。 

 第２に、消費税増税については、2014年４月に

８％、2015年10月に10％引き上げることを決めま

したが、特に我が国の消費税は、生活関連費を含

む全ての取り引きに一律に課税されるもので、低

所得者ほど負担率が高い社会保障のあり方に逆行

する税制となっています。 

 こうした法律がそのまま実施に移されれば、社
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会保障への国の責任が放棄され、そのしわ寄せは

地方自治体と国民に押しつけられる大変な問題を

含んでいます。本日は、そうした動きを踏まえ、

次の項目について説明させていただきます。 

 第１に、陳情第23号の社会保障拡充についての

要望です。自治体の基本的あり方の愛知県地方税

滞納整理機構の問題についてです。私たちの要望

の基本は、徴税は自治体の業務であり、法的根拠

のない滞納整理機構が徴税の業務を行うことは、

その権限がないということです。 

 現に、昨年４月発足以降、さまざまな問題が起

きています。愛知県社会保障推進協議会参加の中

小商工業者の方の団体からは、津島市の建設業者

の例ですが、税金をまとめて払えず、尐しずつ払

っていたが、機構送りになり、西尾張地方税滞納

整理機構の担当員は、建設業者の分納の相談に耳

を貸そうとせず、一括で払うか、さもなくば差し

押さえと迫っています。 

 また、機構職員から、子供を高校中退させて働

いてもらえと言われたのは愛西市の業者ですが、

差し押さえられたら仕事も続けられず、生活もで

きなくなるという訴えに対して、機構側は、事業

をつぶしている人は多いし、それも一つの手。仕

事ができるかどうかは、あなたの勝手だと言い放

ちました。大原町の建設業者は、来月に入金があ

るので滞納は全額払うと申し出ましたが、機構は

取引先に行き、売掛金の差し押さえをしたりして

います。国保税滞納を含む強制的な税の徴収は、

銀行口座の差し押さえとなりますが、中小商工業

者の方の銀行口座の差し押さえは、事業そのもの

ができなくなることに加えて、生活費も含めて差

し押さえられることになります。 

 私たちのアンケートに対して知立市は、分割納

税、減免執行停止なども対応と御回答いただいて

ますが、ぜひ該当者の相談に当たっては、滞納整

理機構への呼び出しではなく、知立市の窓口でも

相談に乗っていただくようお願いしたいというこ

とをお願いしておきたいと思います。 

 次に、子育て支援の問題です。就学援助につい

ては、私たちの要望から見て、知立市は対象基準

や申請窓口の問題でも大変御努力いただいている

ところですが、一部民生委員の証明が必要とのこ

と。この点は外していただきたいというのが私た

ちの要望です。 

 ②以降の義務教育費の無償化を、ぜひお願いし

たいこと。放射線被爆から子供を守るための食の

安全管理などもさらに御努力いただきたいと思い

ます。 

 ③の女性、高齢者に配慮した避難所も引き続き

よろしくお願いします。これは障がい者・児施設

の拡充とも関連した要望となっています。３.11

での経験から、東北では、今日なお障がい者の方

が大変な状態に置かれており、私たち愛知県社会

保障推進協議会参加の障がい者団体は、今日でも

人、物、お金の支援を行っています。福祉避難所

の設置を初め、災害時のハンディキャップを抱え

た方への対策は万全を期していただくようにお願

いします。 

 第２に、陳情第24号の消費税引き上げ中止など

についてのお願いです。冒頭でも既にお話させて

いただきましたが、陳情事項の消費税増税法及び

社会保障制度改革推進法の撤退と、さきの国会で

衆議院解散によって廃案となったマイナンバー法

案に対して反対して国への意見書を提出していた

だきたいというお願いです。 

 消費税についての私たちの基本的な考えは、社

会保障逆行税ということで反対ですが、可決しま

した法律の実施には、経済成長名目３％、実質

２％以上であること。実施については、そのとき

の政府が改めて閣議決定して実施するということ

になっています。 

 選挙中のことではありますが、自民党党首の安

倍さんからは、メディアを通して聞いた話ですが、

経済成長なくして消費税増税はしないと発言を何

度も耳にしています。皆さんも御承知のことです

が、今日の住民の方々の暮らしの状態では、到底

2014年４月に消費税増税が実施できる状況にはあ

りません。ぜひ、消費税そのものの賛否はいろい

ろありますが、増税中止などの一致点での国への

意見書を今の時点で改めて提出いただきますよう
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お願いいたします。 

 また、社会保障制度改革法は、さきに述べまし

たように、社会保障のあり方として自助、共助を

中心として、公助はそれを補足するものとして位

置づけている。生存権を保障する国の義務を放棄

するものであり、大変大きな問題を含んでいます。

この法律によって、これまで積み残しとなってき

た年金制度や後期高齢者医療制度、介護保険や医

療について新たに設置されました社会保障国民会

議の議を経て実施に移そうというものです。 

 １つの例として、介護保険について見ると、こ

れまで反対が強く、実施されてこなかった介護認

定に当たってのケアプラン作成の有料化や高額所

得者の利用料２割への引き上げなど、国民と利用

者の負担増が改めて検討されることになります。

ぜひ憲法第25条を逸脱したこの法律の廃止を要望

し、国への意見書の提出をお願いします。 

 また、マイナンバー法は、さきの国会での個人

情報の流出やプライバシーなどの侵害で、実際審

議の過程でまとまらなかったもので、日本弁護士

会も強く反対しています。ぜひこれについては、

再提出に反対していただくようにお願いします。 

 以上で、陳情の趣旨説明とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○山﨑委員長 

 ありがとうございました。 

 趣旨説明が終わりました。 

 次に、質問等がありましたら発言をお願いいた

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質問なしと認めます。これで陳情第23号及び陳

情第24号の趣旨説明を終わります。 

 西村さん、傍聴席にお戻りください。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前10時18分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時19分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、本委員会に付託された案件を議題と

していきます。 

 議案第55号 知立市証人等の実費弁償に関する

条例の一部を改正する条例の件を議題といたしま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 まず本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第55号について、挙手により採決します。 

 議案第55号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第55号 知立

市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第56号 知立市一般職の任期付き職

員の採用に関する条例の一部を改正する条例の件

を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 議案第56号につきましては、本会議でも具体的

に、るる議論がされましたが、私、大変重要な条

例だというぐあいに考えております。 

 本条例を今議会に提出をされた理由、根拠につ

いて、まず御紹介ください。 

○総務課長 
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 このたび本条例を提案させていただきました背

景に関しましては、本会議でも市長が答弁をさせ

ていただいておりますけども、現在、安心安全課

に在職していらっしゃいます防犯交通アドバイザ

ーの嘱託員の方が体の不調等もございまして、本

年度末をもって御退任されるというふうに聞いて

おります。 

 その中で、昨今、皆様方も御承知のとおり、知

立市においては交通事故も長きにわたって死亡事

故がゼロだったんですが、残念ながら死亡事故も

ございまして、それと空き巣ですとか、そういっ

た犯罪行為も多くございます。そういった中で、

防犯交通のアドバイザーの方の後任ということで、

後任の方を探す中で、適材適所ということで非常

にそういった形でありますと、警察業務に非常に

詳しい方を雇いたいという気持ちがあるわけです

が、私ども知立市におきましても再任用制度がご

ざいます。警察職員についても再任用制度がある

中で、そういったことで防犯交通に関しまして詳

しい方を雇用したいという中では、いろんな処遇

面も含めまして、現在の嘱託という立場よりは任

期付きの職員という形でお雇いしたほうが職務の

面でも責任感を持って従事をしていただけるんで

あろうということもございます。そういったこと

ですとか、再任用職員と同等程度の雇用条件とい

う形をとりたいという話の中から、今般このよう

な一般職の任期付き職員の採用に関する条例の一

部をお願いを差し上げまして、短時間勤務という

形でお願いをしたいという運びになりました。 

 以上が理由でございます。 

○高橋委員 

 条例の参考資料第56条関係にありますが、これ

は地方公務員法第28条の５第１項に短時間勤務の

職について記載されております。 

 すなわち、任命権者は当該地方公共団体の定年

退職者等を従前の勤務実態等に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務

の職に採用することができると、こういうふうに

書いてあるんですね。ちょっと小さくて、老眼な

ものでやっとるわけですが、当該地方公共団体の

定年退職者等とあるので、警察官ＯＢがこれに該

当しないというふうには言えないと思うんですが、

該当するということになると思うんですが、基本

は当該地方公共団体、つまり知立市職員で退職し

た人を短期間で雇うというのが条例の趣旨ではな

いかと思うんですが、そのあたりどういうふうに

お考えですか。 

○総務課長 

 御指摘ございましたとおり、地方公務員法第28

条の５におきまして、おっしゃるように任命権者

は当該地方公共団体の定年退職者などをという等

をということでございます。 

 ですから、基本的なものといたしましては、特

に再任用のケースでいきますれば、当然私どもの

定年退職した職員でございますし、任期付きの場

合でありますと、などということで私どもの直接

退職した者でなくても、現在も任期付きの職員に

ついては育休ですとかそういった形の代替の中で、

保育士ですとか、保健師ですとか、そういった方

たちを任期付きという形で採用しております。そ

ういったことからすれば、今回の採用をしたいと

いう警察官のＯＢの方に関しましても支障はない

のかなというふうに考えております。 

○高橋委員 

 ちょっと確認をしておきたいんですけども、き

ょうの提案は、任期付き短期勤務職員なんだよね。

今あなたのおっしゃってるのは、従来は任期付き

職員だった。今でもおみえなりますね。育休の関

係の部署に任期を決めて勤務していただくと、あ

るいは先日、市史編さんでしたかね、市史編さん

という期限が決まった特定な任務について専門職

の方を雇い入れたと。これは短時間勤務職員じゃ

ないので、要は常勤職なので定年退職者を予定し

てないんですよ。だから任期付き職員の場合には、

60歳未満の方が当然退職になって、60歳を超えた

方を任期付きで雇うのは私は御法度だと思うんで

す。 

 今回提案されておるのは、今、私、条文読んだ

んだけど、定年退職者のうち短時間の勤務の職員

を採用するということになりますと、再任用制度
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とどこが違うのかということが明確にならなくち

ゃいけないですね。どこが違うんですか。 

○総務課長 

 おっしゃるとおり、自治法では第28条の５とい

うのは定年退職者の方の再任用に関しましてうた

ってある条項の中の一文でもございます。 

 しかし、今回の任期付き職員に関しましては、

そのほか地方公共団体の一般職の任期付き職員の

採用に関する法律という法律がございます。その

法律に従いまして、この法律の中の第５条で短時

間勤務職員の任用を定めた採用ということで条例

で定めた場合について採用することができるとい

うことも法の中でうたってございますので、条例

で短時間勤務の職員ということで定めて採用した

いという趣旨でございます。 

○高橋委員 

 第28条の５というのは、再任用職員を決めたも

のですか、これ。違うでしょう。 

○総務課長 

 今回の議案の中については、第２条の第２項の

ところで、この条例において短時間勤務職員とは

地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員をいうということで、この

短時間勤務の占める職員というのが第28条の５の

中で、短時間勤務の職ということで当該職を占め

る職員という形の中で採用することができるとい

うことでございます。 

○高橋委員 

 だから、それは再任用職員とは違うんでしょう

ということを聞いている。 

○総務課長 

 再任用とは違っておりますが。 

○高橋委員 

 再任用職員というのは、もうこの条例以前にみ

えるわけだわね。だから再任用職員というのは別

なところで決めてあるんです。 

 今、私、条文読んだように、当該地方公共団体

の退職者の中から短時間勤務の職員を任用するこ

とができるということになると、現に再任用職員

みえるわけですから、たくさん。それと今回この

条例をうたい込むということになると、一体どう

いうことになるんですか。 

○総務課長 

 私もなかなか理解力がなくて申しわけないんで

すが、あくまでも短時間勤務の職でということで

いえば、１週間当たりの通常の勤務時間が常勤の

要する職員の職務の短時間勤務の職と同種のもの

を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に

比較して短い時間であるものをいうという短時間

勤務の職ということであれば、そういったことで

ございます。 

 任用の度合いが違う中で、再任用と任期付きと

いう部分では、そういった任用の仕方も含めて違

うというふうには理解しております。 

○高橋委員 

 これは31時間ですよね、再任用は。今度も31時

間にしたいという。28時間45分かな、今、嘱託員

が。１週間ですよ。交通アドバイザー、28時間45

分の勤務実態をこの条例をつくって採用すること

によって31時間の職員にすると。31時間の職員と

いうのは再任用職員ですよ。その方はたくさんみ

える。資料いただいてましたようにいっぱいこれ

からござるよ。そういう再任用職員がたくさんお

いでになるにもかかわらず、また当該自治体の退

職者を対象にして、任期付き短時間勤務の職員を

採用する理由はどこにあるのかということですよ。 

 これは再任用職員というのは、知立市の職員以

外では再任用とはいえませんからね。例えば安城

市で退職されて知立市で再度お勤めになる。有能

な技術があるからお勤めになるというのは、これ

知立市の再任用ではないので、こういう場合には

任期付き短時間勤務が必要になるというふうに考

えるわけだが、しかし、さっき読んだように、当

該地方公共団体の定年退職者をターゲットにして

などがついておるんです。つまり、再任用の上げ

底二重構造になるんじゃないですか、この考え方

というのは。この職員というのは、例えば再任用

の場合ですと、今、年齢によって違いますが、64

歳ですか、65歳ですか。お幾つまで再任用で可能

ですか。 
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○総務部長 

 65歳でございます。 

○高橋委員 

 65歳を超えると再任用の職は解かれますよね。

そうすると第28条の５によって、さらに任期付き

職員として、これは可能だということを意味しと

るんですか、この条例の提案というのは。 

○総務課長 

 御指摘いただきました件につきましては、再任

用の65歳の満期が迎えた後に、改めて任期付きと

いう形態で、さらに65歳以降延長して雇うことが

できるかということだと思います。 

 それについては、別に禁止事項はないものです

から、やろうと思えばやれるのかなというふうに

は思いますけれども、今のところ私どもで再任用

が終了した職員について、また衣をかえて任期付

きという形でさらに延長するというそういった考

えは持っておりません。 

○高橋委員 

 たけど今度の提案は、そういう考え方があると

いうことを示唆されている条例ですよ。65歳で再

任用が終わったと。そうするとさよならですよね、

基本的に。 

 だけど、今回この条例をつくられたということ

は、たまたま交通アドバイザーを意図されとるけ

ども、65歳になって再任用さようならと、今回の

条例第５条によって、地方公務員法第28条の５に

よって短時間勤務を可能にしてるじゃないですか。

やるつもりはないとおっしゃるけども、そのこと

を可能にする条例を今回お出しになってるので、

私は、さっぱりわからないんです、それ。 

○総務課長 

 何度も同じ御返事になってしまって申しわけな

いんですが、私どもとしましては、現行のあくま

でも防犯交通アドバイザーの方の代替ということ

で任期付き法に基づいて条例を制定をして、当該

職員のかわりになるそれなりの見識をお持ちの方

を任期を定めて雇いたいということでございまし

て、決して再任用の職員の方が満期である65歳迎

えた後に、その方の雇用延長する手段としてこう

いったものを考えておるわけではございませんの

で、ひとつその辺についてはよろしく御理解を賜

りたいというふうに思います。 

○高橋委員 

 そういう弁明なんだけど、この種の不安定雇用

をふやしていくという条例というのは、結局そう

いうところへやがて収れんされていく可能性があ

るんですよ。この条例ができて、今、担当者は、

そのアドバイザー以外には施行する気がないとお

っしゃるけども、さっき議論しましたように、65

歳を超えて当該退職職員ならば、これ採用できる

ということになるんです。そうすると、そこへ将

来拡大していく可能性がある。 

 つまり、この種の短時間職員をやたらにふやし

ていくということは、やっぱり正しいサービスが

恒常的にしっかり行われていくという点で、私は

問題が残るなというふうに思います。そのことは

きちっと申し上げておきたいと思います。 

 それで、もう一つ聞かなければなりません。 

 第５条の任務、第５条で短期間勤務職員の任期

を定める採用ということがありますが、どういう

場合にこの職員を採用することができるんですか。

どういう部署につけることができるんですか。 

○総務課長 

 第５条で、短時間勤務の職員の任期を定めた採

用ということでございます。この場合は、通常で

すと一定の期間に終了が見込まれるような業務で

すとか、次元的に業務量の増加が見込まれるよう

な業務ですとか、住民の皆様方にサービスを提供

する中で、それを充実を図るためにですね、そう

いったケースですとか、あと、第５条の中では、

条例上は育児部分休業ですとか、介護休暇を取得

する職員の代替業務という形で、そういうケース

において任期を定めた採用ができるというふうに

第５条の趣旨は基本的にはそういう内容でござい

ます。 

○高橋委員 

 それで、今回アドバイザーを採用する場合は、

どこに当てはまるんですか。 

○総務課長 
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 私どもとしましては、基本的に３番目、住民の

皆様に提供するサービスの充実という形で考えて

おります。 

○高橋委員 

 ２番だね、第２項。第５条第２項じゃないの。

ちょっと確認してください。 

○総務課長 

 第５条の第２項でございます。失礼いたしまし

た。 

○高橋委員 

 これはね、法律そのものを丸々第５条で落とさ

れたのでこうなるんですよね。ウイングは、第１

項から第３項まであるんですよ。条例はそれをつ

くるんだけど、そこは施行しないよと、こうおっ

しゃってるんだね。 

 しかし、それは団体意思の決定を求められてい

るのでね、我々は。ある担当者が、あえて注意書

きで第２項のサービスの増大を図る、しかも安心

安全課のその分野にだけ対応しますよということ

を総務課長は語ったわけだわ。だけど、条文その

ものは全面的改正で生きておるんですよ、これ。

そことの関係言っとるわけです、私は。 

 介護や育児の休業や部分休暇についてもね、こ

の職員で対応できるよと。こういうものは、ぜひ

私はやってもらいたいと思うけど、現在はパート

等でね、育児休暇となれば、それは先ほど言った

ように、任期付き職員で対応してもらっておるん

ですが、そうでない場合はパートでやってもらっ

ているということなんだが、それはパートより任

期付き短期職員にしたほうが身分の安定をすると

いうことなんだけど、そういう不安定労働を屋上

屋を重ねていっていいのかという意識があるんで

すよ、私はね。だから、その辺を含めて、もしそ

うだとすれば、第５条の第２項だけの条例にされ

たらどうですか。 

○総務課長 

 おっしゃることもよくわかります。それだけに

限定するんであれば、そこの部分だけに限定をし

て、いわゆる他の法に基づいたモデルケースみた

いな、モデル条文みたいな形のものをそのままこ

ちらに条例としてあげておるという御指摘だとい

うふうに理解しますけれども、法律の趣旨を十分

しんしゃくをして鑑みた場合については、やはり

その他の部分についてもあわせて条例として御提

案をさせていただいて、現状では、当然おっしゃ

るとおり、御答弁させていただいておりますとお

り、この防犯交通アドバイザーという形の方をお

雇いするという目的があるものですから、このよ

うな御提案をさせていただいております。 

 ただし、委員から御指摘もございました。例え

ば現在は部分給ですとか、そういった方について

は臨時職員ですとか、そういった形で短時間勤務

を任用という形ではやっておりませんが、今後子

育ての支援ですとか、そういった部分で職員につ

いても部分給ですとかそういったことは、権利と

しては推奨すべき内容でございますので、現在す

ぐにということではございませんが、そういった

ものに将来にわたってまた考える余地もございま

すので、このような提案をさせていただいたわけ

でございまして、これ以外の部分に当然そういっ

た目的以外で別の職員を任期付き短時間ですとか、

任期付き短時間以外の普通の一般の任期付きでも

そうですが、そういった拡大をする場合について

は、当然組合等も含めまして、しかるべき協議を

させていただいた中で、そういった拡大というの

は歯どめをみずからかけるという形で御理解いた

だければというふうに思います。 

○高橋委員 

 私は、この種の短時間業務の職員を次々つくっ

ていくという考え方そのものに否定的なんですよ

ね。効果的に作動できる部分に限ってのみという

ことだというふうに思うんですが、それで、一つ

本会議でも出ましたが、なぜ安心安全課に警察の

ＯＢが必要かということを私、非常に疑問を持っ

ているんです。それは警察官がいいとか悪いとか

そういう意味じゃなくて、本会議でもあったよう

に、警察業務というものが当然ありますよ。道路

交通法あるいは道路交通に対する規制という措置

を権限を持ってみえるのは公安委員会。地方自治

体はそういう権限を持っておりません。 
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 安心安全が道路をつくったり、あるいは自転車

はこちらを走ってくださいよとか、人は右を歩い

てくださいよというこの交通モラル、そして交通

事故が起きないような努力は地方公共団体持って

います。これは地方自治法、安全な市民生活とい

うのが自治法の観点ですからね、これは大いに結

構だけども、例えば横断歩道ひとつ引くにも知立

市は引けないわけですよ。これは公安委員会の、

闇でつくられるやつは中に時々あるんですが、一

旦停止だって闇で細い線を引いといてくださいと

いう話あるけども、一旦停止だって横断報道だっ

て全部公安委員会、要するに警察の業務なんです

よ。 

 だから、本会議でるる出ましたいろんな講座の

講師のような業務は、これは安城署あるいは幹部

交番の専門のスタッフに来てもらう土壌と土俵を

どうつくるかというのが市の職員の腕の見せどこ

ろでありまして、直接任用するということがほん

とに妥当な姿なのかと、市として、先ほど言った

ような理由によって。私はね、その警察業務を引

き出せばいい、知立市が。引き出して、もっとも

っと来てくださいよと。来てくれないようだった

ら、何でもっと来てくれん。もっと予算をつけて

くださいよと。なかなか横断報道が引けずに皆さ

ん困ってみえるんですよ。あるいは標識、これは

かすんじゃってね、かすんだような標識がいっぱ

いありますがね、市内に。これつけかえてくれと

いってもなかなかお金がなくてやれませんと。市

がかわって代行すればできないんですよ。それぐ

らい厳格なんです。交通規制という仕事はね。 

 だけど、そういう現状にありながら、何で警察

ＯＢを入れることが必要なのかと。申し上げよう

としてことはおわかりいただけると思うけど、私、

警察官を拒否しているわけじゃない。もともと警

察行政でやってほしいと、それは。タイアップす

る場面があるとしたら、それは市の職員ね、公務

員ですから対応されればいい。警察業務じゃない

か。青パトが走るでしょう。私は、あれは走って

いかんとは言わんけども、警察のパトカーに走っ

てもらいたい。ほんとからいえば、もっともっと。

これだけ世相が乱れているとしたらね。警察の治

安維持の力で、もっともっとやってもらう。 

 だから、自治体が青パトを走らせるのが立派な

自治体のように響くけども、私は、本来警察の仕

事だと思っている。だから領域を、要するに警察

がそういう関係だからね、直接市民に言われるの

が地方自治体なもんだから、それは越境してでも

向こうへいかないかんというね、そういう流れの

中で仕事をせざるを得ないという側面を否定しま

せんけども、本質論は、私、今申し上げている点

にあるんじゃないかと思うんですよ。 

 私は、再任用職員をあそこへ１名配置されて、

警察との行政のタイアップ、コーディネートやら

れたらどうですか。何も警察ＯＢが必要だと私、

思いませんけど、どうですか。 

○総務課長 

 委員御指摘の部分も当然よく私も理解できるわ

けでございますけれども、道路行政については、

警察ももちろんそうですし、市としても道路管理

者という立場で一部は規制ということもできる中

身がございます。 

 安心安全なということからいいますと、当然警

察の機能を強化していただくと。安城署の機能強

化、知立市の幹部交番も含めまして、そういった

ことを私ども人事の立場でそういうことを言うの

が適当かどうかちょっとよくわかりませんけども、

当然要望して強化していただくということをする

ことは私ども知立市に課せらたものでございます

し、そういった面で、警察の機能が強化されて、

規制なり取り締まり業務なり、そういったものが

充実を図られて、また予算的な面もあると思いま

すが、さまざまな交通安全施設も含めて、そうい

ったのが充実を図っていただけるということは、

当然理想なわけですが、委員の御指摘もございま

したように、市のほうについても市民の皆様の公

共の福祉の充実、安心安全を図るという意味で、

警察と両方手を携えて、私どものできる範囲内で

市民の皆様方にそういったものを周知を図りなが

ら業務をしていくというのが極めて必要な業務で

あり、当然私どものほうの例えば再任用職員をそ
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ういった職につかせるということももちろん一つ

の手でもございますけれども、やはり警察のとり

行う業務というのは、極めて専門的かつ複雑な内

容でございまして、そういった連絡調整含めまし

て、それを円滑かつ効率的に図りますれば、警察

内部の事情を含めまして、そういったことに精通

をされた方を私どもの職員として雇うことによっ

て、より一層そういった充実が図れるという意味

からお願いをするものでございまして、ひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○高橋委員 

 ちょっと違うね、私と。それはつかさつかさが

それぞれの仕事をやっておるわけですから、そこ

と上手にタイアップするということは行政マンの

仕事なんですよ。より詳しいからといってＯＢを

入れてくれば、それはその自治体のそのテーマに

ついて、より正確になったということとは違うと

思うんですよ、私は。だって、そのために存立し

とるんだから、警察というのは。警察の肩がわり

する必要全くありませんよ。 

 だから、例えば犯罪事案における所管署との連

携、交通事案における関係部署との協議、犯罪事

故等の統計分析、交通安全対策の計画策定という

ことをやられるわけですよね。これは私は、市の

職員が警察と協議すれば十分対応できることだと

いうふうに思います。 

 だから結局ね、今、採用されている警察官のＯ

Ｂが嘱託員待遇だと、さっき話があったように。

嘱託員対応ですと、１カ月の給料が16万5,500円、

条例で決まってますよね。年間198万6,000円。こ

れもプラスもマイナスもなく掛け値なしにこのお

金ですよ。 

 ところが、これでは警察再任用と比べても低い

わけですから、警察の再任用のほうの部署に行っ

てしまわれると。だから知立市に来てもらえない

ので、知立市の嘱託の身分を知立市の再任用職員

並みの身分にして、待遇をよくするから来てくだ

さいよと、こういうパイプをつけようと、いって

みればそういう話でしょう。一番最初にあなたお

っしゃったのは。違うんですか。 

○総務課長 

 今、御指摘のございました事情も当然ございま

す。確かに現在の処遇では年間200万円弱という

収入でございます。再任用職員であれば、知立市

の再任用職員の場合ですと年間260万円程度ござ

いますので、任期付き再任用という形で今回御提

案する中身でございますと、おおよそほぼ同等と

いうことで、年収250万円強という形で、その程

度の収入にはなるかと思います。警察職員につい

ても警察の中でも再任用の制度がございます。で

すから、そういった処遇面からも現行の制度を変

えさせていただいて、任期付き短時間という形で

嘱託ではなく雇いたいというそういった事情も当

然ございます。 

 しかし、言いますれば、それも当然事情として

はあるわけなんですが、現在の防犯交通アドバイ

ザーの方の後任ということで、同等以上の知見を

持たれた方を引き続き雇っていきたいということ

も非常に大きな理由でございますので、その辺に

ついては御理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

○高橋委員 

 知立市には大変たくさんの嘱託員がおみえにな

ります。防犯交通アドバイザーもその一つですが、

いわゆる諮問機関の附属機関の委員等を除いても

非常にたくさんの嘱託員の方が働いていらっしゃ

います。 

 例えば納税の困難な皆さんに税を督促されるよ

うな仕事もやっておられる方、あれも嘱託員です

ね。これも大変能力が要るんですが、そこへもも

うちょっと税務署ＯＢのたけた人がみえるのかと、

こういう議論にもなってくるんですよ。 

 私はね、ちょっと聞きますが、総務部長、納税

の督促、何という職名だかちょっとあれだけど、

あれはどうやって、課長みえるので、採用されて

おるんですか。 

○税務課長 

 今の税務によります嘱託員につきましては、国

保のほうで採用していただいて、うちのほうに派

遣していただいております。 
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○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時08分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 国民健康保険税徴収嘱託員、正式な役職名は、

これらの人々というのは大変重要な仕事されてい

るんですが、ハローワークで募集かけるじゃない

ですか。そういうあえていうと雇用拡大にも貢献

しながら14万9,500円、月額ね、そういうポジシ

ョンですが、そういう部類の役職もあるので、お

仕事もあるので、これらも参考に考えられるべき

ではないかということを申し上げておきたいと思

うんです。 

 採用の方法は、どういう方法になるんでしょう

か。 

○総務課長 

 採用につきましては、該当する方を県警のほう

から御推薦をいただきまして、その方を面接をし

て、その結果で採用したいというふうに考えてお

ります。 

○高橋委員 

 採用については、地公法第17条の第４項の規定

が該当すると思うんですが、どうですか。 

○総務課長 

 御指摘のとおりだというふうに思っております。 

○高橋委員 

 つまり、職員の採用及び承認は競争試験または

選考によるものとするというふうになっています

が、公募というふうにはいってないのでね、しか

し、採用試験もしくは先行ということなので、今

のようなシステムは、ちょっとここの第17条の規

定からいうと不透明かなと。地公法がいう採用の

方法からいうとね。だから、そういう問題点があ

るんですよ、そういう面でいうとね。どうですか、

そこらあたり、どういうふうに思われますか。 

○総務課長 

 確かに競争試験、選考によるという形の中でい

けば、広く人材を公募したりですとか、ハローワ

ークに求人を出してという形ではないので、そう

いう趣旨からすれば、尐し御指摘のような点は懸

念もあるわけなんですが、やはり今回のケースで

すと、それに対して適材適所でそういった知見を

有する方ということになりますと、一定程度のそ

ういったところから御推薦をいただいてというこ

とが一番趣旨にかなうのかなということですので、

ひとつその辺は御理解を賜りたいというふうに思

います。 

○高橋委員 

 警察業務と市の業務の関係含めて、かなり無理

のある条例なんだわ、これ。そこはお互いに、お

互いというのは当局もちゃんとわきまえて運用し

ないといけないよということを申し上げておきた

いと思うんですが、総務部長どうですか。 

○総務部長 

 この条例を出したときに、前、高度の専門的な

知識の経験を有するもの、また任期付き職員とい

うような形で初めに条例を出させていただきまし

た。これにつきましても、当面議会のほうとお約

束しました学芸員というような形で、これ以上広

げてるということはございません。 

 今回につきましても、一応うちのほうも答弁さ

せていただきました狭いような解釈で、拡大する

というようなことは思っておりません。 

 ただし、一つ思っておりますのは、時代ととも

にまた変わっていくと。そういったことにつきま

しては、うちのほうの組合のところとよく話し合

いながら進めていきたいというような形を思って

おります。当面は拡大するというような形は思っ

ておりません。 

 以上です。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 
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 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第56号について、挙手により採決します。 

 議案第56号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第56号 知立

市一般職の任期付き職員の採用に関する条例の一

部を改正する条例の件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 次に、議案第57号 知立市暴力団排除条例の一

部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第57号について、挙手により採決します。 

 議案第57号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第57号 知立

市暴力団排除条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第60号 平成24年度知立市一般会計

補正予算（第４号）の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○安江委員 

 それでは、質問させていただきます。 

 まず、51ページの夢をはぐくむ子供の事業につ

いて、どういう事業であるのか、また、どんなこ

とが行われているのかをお答えいただきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いします。 

○学校教育課長 

 ただいまの御質問のありました、あいち・出会

いと体験の道場推進事業です。これは県の委託事

業でございます。大きく分けて２つあります。 

 １つにつきましては、中学校２年生の職場体験、

５日間、企業あるいは店舗等に行って職場体験を

する。もう１つが、小学校６年生を対象といたし

まして、市内の１校ですが、実際に技能を身につ

けている方を講師を招いてものづくり体験を行う

というこの２つのことでございます。 

 以上です。 

○安江委員 

 この当初予算は６万2,000円の減額になってお

りますが、これはどうしてこういうふうになった

のか、理由をお聞かせ願えますでしょうか。 

○学校教育課長 

 この予算につきましては、平成23年度、先ほど

申し上げました中学校の職場体験につきましては、

１学級当たり約２万円、19学級で当初予算を立て

ましたところ、県のほうの委託が１学級当たり１

万7,500円ということで、2,500円減額になりまし

た。 

 あと、小学校につきましては、１校当たり10万

円というところでございましたが、今年度８万

5,000円というふうに減額されて、このように６

万2,000円の減額ということで補正を組みました。 

 以上です。 
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○安江委員 

 そうすると、全てやられたものについては実施

はされたということで理解しました。ありがとう

ございました。 

 次に、53ページにあります施設整備事業、トイ

レ改修工事費とありますが、これは本会議でも、

たしか説明があったと思いますが、どこのトイレ

で、どのような状況かを含めて教えていただきた

いんですけど。お願いします。 

○教育庶務課長 

 トイレの改修工事ですけども、知立東小学校の

校舎の西側トイレ１階から４階までの改修を予定

しております。 

 現在の状況といたしましては、汚水が現在は修

復されておりますけども、たびたびふぐあいが出

ておりまして、管自体が老朽化しているという状

況がございますので、それの改修も含めて洋式化

を行いたいというふうに考えております。 

○安江委員 

 全面的な改修が行われるということですけど、

西側は、１階から４階まで。その間、利用を１年

生新入に入ってみえる方たちは、どういうふうに

されますかね。ちょっと詳しく教えていただきた

いんですけど。 

○教育庶務課長 

 現在のところ、４月になりましたら早期に設計

委託のほうを発注したいというふうに考えており

ます。工事のほうは、夏休みを中心といたしまし

て、ただ、１階から４階までの内装をいじります

ので、夏休み期間だけではちょっと難しいのかな

というふうに考えております。 

 ですので、夏休みを中心に実施をいたしまして、

それ以降につきましては授業の支障のない形で授

業外の時間ですとか、そういったことで行ってい

くということになろうかと思います。 

 ただ、実際の工事の工程につきましては、学校

のほうをまた十分協議をさせていただきながら進

めさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○安江委員 

 そうすると、その西側が使えなくなるというこ

とは、東側の校舎のほうを使うということですか

ね、夏休み期間以外はですね。それはどうなるん

でしょうかね。ちょっと教えてください。 

○教育庶務課長 

 実際に工事のほうを発注し、業者のほうから工

程表が出てこないとまだちょっとはっきりしない

んですけども、うちのほうといたしましては、授

業に影響のない形でなるべく工事のほうを集約し

まして、夏休み期間に集中してやっていただける

ようにお願いをしていきたいというふうに考えて

おります。 

○安江委員 

 小学校低学年のお子様にとっては、なかなかな

れたところでないと難しいということもあるもん

ですから、できるだけ夏休み期間中にやっていた

だくということで、ぜひともお願いしたいという

ふうに思います。ありがとうございました。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

○田中健委員 

 それでは、一点のみお聞かせください。 

 55ページ、これは本会議の質疑でもありました

が、文化会館管理運営事業の中の各種営繕工事費、

委託料111万5,000円、この中身について再度お聞

かせください。 

○文化課長 

 まず、文化会館の管理運営委託料でございます。

111万5,700円になりますが、今回の補正の中身は

電気料と委託料になります。 

 電気料につきましては、ことしの８月分の電気

料から再生可能エネルギー賦課金制度が導入され

た部分が主な増額の要因になります。賦課金の計

算根拠は１キロワット当たり22銭を掛けたものが

電気料金に賦課されますので、３月分までの賦課

分、それとほかにも見込まれる電気代を計上して

おります。 

 委託料につきましては、夜間の機械警備に新た

に画像センサーを取りつけたいというふうに考え

ています。この画像センサーは、熱源の移動と画
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像の変化を検知しまして、警備会社の監視センタ

ーに送信されまして、備えつけられた屋外スピー

カーから音声が流れるような仕組みなものになっ

ております。 

 もう一つが、夜間の人の警備の増加分でござい

ます。ガラス棄損事件のあと、会館は閉館する時

間まで警備会社に警備を依頼しておりましたけど

も、防犯対策上、深夜も警備する必要があると判

断いたしまして、10月２日から防犯カメラを設置

しました前日の11月３日まで警備員を配置いたし

ました。この通常の警備分を先に使っております

ので、今回この深夜にかかった分につきましては

補正という形であげさせていただいております。 

 それから、もう一つが、各種営繕工事費になり

ます。これは文化会館の北側の道路から入ります

と正面の右側に物見やぐらという３階建ての棟が

あるんですけども、その１階の入り口部分に扉を

つける工事になります。 

 なぜ扉をつけないかんなということの御質問が

出てくるかなというふうに思っておるんですけど

も、今回のガラス棄損事件では、かきつばたホー

ル棟の北東側の壁面のひさしのガラスが割られて

おります。このガラスを投石した場所が、実は物

見やぐらの階段の入り口からずっと入りまして、

かきつばたホールにつなぐ屋外の２階の渡り通路

というのがあるんですけども、そこから投げたと

いうことがわかっております。石がそこにも通路

のところにもありましたので、２階の上からひさ

しのほうに投げたというのがわかっておりました。

このため、安全対策の面から、階段入り口に鍵つ

きの扉をつけまして、ふだんは階段の入り口から

上に上がってこないようなというふうな扉をつけ

させていただきました。 

 以上です。 

○田中健委員 

 ありがとうございました。質問しようとした内

容をお聞かせいただきましたので。 

 実際に加害者がそこを利用したと思われること

に対して、今後予防策として扉をつけるという形

で事前の策をとったということで理解しました。 

 きょう、実はポストのほうに委員会提出資料と

いうことで、ガラスの破損棄損事件についてとい

うことで資料提出いただきました。時系列、それ

から金額等についても。 

 私、ちょっと１点伺いたいこと、この間、質疑

聞いてても理解できなくて、教育部長のほうにも

聞いて一応資料はいただいたんですが、この場で

尐し明らかにしたいのは、保険の部分についてな

んですけれども、共済会という形で保険に入って

いて、今回は被害があって損害が出ましたよとい

う部分の中で、今回犯人が捕まったことによって

手続が停止してるというお話がありました。 

 これは、私自身が保険にあまり精通していない

ので、一般的な感覚で、例えば私自身が自動車保

険に入っていて、追突事故を受けましたよという

形でいったときに、相手は加害者はっきりしてる

わけですが、保険会社に入ってるので、相手方と

の交渉というのは全て保険会社に任せて、保険会

社が僕に対してお金を払うし、加害者からのお金

の回収も保険会社がやるという形をとるんですけ

れども、今回の話でいくと、共済会の支払いの部

分については、犯人がわかってない段階であれば

そのまま共済からお金が出たんですが、犯人がわ

かってしまったので、その部分については、事務

手続ここにも書いてありますけども、事務手続は

停止してるよという話なので、そこら辺が仕組み

がよくわからないので、尐しわかるように御説明

いただけますでしょうか。 

○企画政策課長 

 ただいま委員のほうがおっしゃいましたとおり、

保険の手続に関しましては、仮に今回犯人が捕ま

ってないという段階で、今後犯人が捕まってない

といいますか、捕まらないといいますか、私ども

のほうで被害相当額が保険のほうから満額おりて

くるというふうに考えておりました。 

 そうしたところ、今回犯人が捕まったというこ

とで、この保険の全国市有物件災害共済会という

ところに加入しておるわけでございますが、そこ

に共済委託市の義務というのがございまして、そ

の中で、他人から損害の賠償を受けること、受け
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た場合ですが、そういった場合については、委託

市、私どものほうの市のことを指すわけでござい

ますが、そこの市が経理の保全、または行使につ

いての必要な手続をすることということになって

おりまして、今回の場合ですと犯人が見つかった

時点で、とりあえず今、保険会社のほうへ一報を

入れまして、今後市のほうが相手方、犯人側のほ

うに被害請求をしていくわけでございますが、被

害請求をした中で、犯人側のほうから、うちのほ

うにかかった全ての損害額の補償があれば相手方、

犯人方のほうから全額いただくと。また、相手側

のほうから、全面的な補償が損害の賠償がなされ

ないということに関しましては、この保険のほう

で差額でもって補填をしていただけると、埋め合

わせをしていただけると、そんなような形になっ

ております。 

 以上です。 

○田中健委員 

 その資料、全国市有物件災害共済会の複写もい

ただいて読ませていただいたので、その中で、い

わゆるこの共済会というのは、我々が通常考えて

いる損害保険のサービスまで代行してくれるわけ

ではなくて、あくまでも金銭的な代行のみしてく

れるだけで、サービスは代行しないよということ

が約款にうたってあるという認識でよろしいでし

ょうか。 

○企画政策課長 

 委員のおっしゃるとおりでございます。 

○田中健委員 

 その中のこれはちょっとページが部分、部分の

複写なのでわからないんですが、23ページになっ

ている７の５、第三者の不当行為による損害賠償

金というところの中で、第三者の不当行為によっ

て被害を負った場合、委託市はその第三者に対し

て損害賠償を請求できる場合がありますという書

き方になっているんですね。このような場合には

第三者に損害賠償を請求してください。この書き

方が、できる場合がありますという形でいうのは、

あくまでもこちらの主体的な動きとしてできるか

ら、それはそっちでやって、できない場合は共済

会が払いますよという認識だったが、これは話し

合いでこれはできるできないということをどこで

協議して、例えば今回被疑者、犯人といっていい

のかな、捕まってはいるんですけれども、その人

が全て100％今回の賠償を負う対象なのか、それ

ともまだ捕まっていない人の中に負う場合があっ

た場合、何割は負うよとかというのは、これは誰

が交渉するんでしょうか。 

○企画政策課長 

 犯人側との交渉ということに関しましては、私

どもの担当課であります企画政策課のほうで行う

ものではなく、今後の犯人の損害補償額ですね、

賠償額、それに関しては施設の管理者である文化

課のほうと、また犯人側との交渉になっていくか

というふうに考えております。 

 その交渉後、双方が個々でやるのではなく、弁

護士等を立てて、被害総額のうち発覚した補償額、

損害額の補償は100％にならずこんだけだとかい

う形になるものについては担当課、また相手側と

の交渉になってくるかというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○田中健委員 

 聞きましたが、今、文化課と犯人側の交渉とい

うことでよろしいでしょうかね、文化課のほうは。 

○文化課長 

 私どもも、まだ今から弁護士と相談して、市全

体で考えるのか、文化課が窓口になるかというの

も中で詰めていかなければならないことだという

ふうには思っております。 

○田中健委員 

 大切なお金ですので、当事者意識を持ってしっ

かりやっていただければと思うんですが、一つ気

になるのが、ここにもうたってあるんですが、例

えば今はっきりと損害賠償を請求できる相手に対

してはしていって、それももちろんこれからこち

ら側の弁護士と相手側の弁護士で交渉事になって

いくと思うんですが、それが何割があなたの賠償

責任ですよということが決まった時点で、例えば

それ以外の犯人が捕まってなければ、それに満た
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ない部分の金額は共済からお金がおりてくると、

そういう認識でよろしいんですかね。 

○企画政策課長 

 保険会社のほうへ確認しておりまして、それに

ついては、過去にも各市さまざまな事件等があっ

たようで、なかなか折り合いがつかずに相手方の

ほうから満額の補償がないというようなことも

多々あったようでございます。そうした場合は、

今回の共済保険のほうから補填をしていただける

というふうに確認をしております。 

 以上です。 

○田中健委員 

 ちょっとやぼったい受けとめ方をすると、例え

ば被疑者が全員捕まっているわけではないよと。

今捕まっている人は、ごく一部であって、例えば

実際の本人の賠償責任の割合が８割あったとして、

それを相手が認めて何かの形で支払いますよと。

残りの２割は結局わからずじまいだから共済金か

らという話のなるのと、それもう５割でいいです

よと、認めてくださいと。早くやりたいので。結

局足りない分は５割は共済から入ってくるわけで

すよね。それは市の側が決めていいですよという

話でいくと、そんなことってあるのかなと。 

 例えば市としては、結局入ってくるお金が一緒

であるならば、その犯人からもらうのか、共済か

らもらうのかという話になったときに、粘れば粘

るほど先になるわけですよね、その今わかってる

犯人への負担額が賠償額の割合がふえればふえる

ほど。当然向こうはごねるわけですから、であれ

ば、もう尐ない賠償責任でいいので、ここで折り

合いつけましょうなんて話になっちゃわないじゃ

ないですか。事実と実際の賠償額に差異が出てき

てしまうんじゃないかなという心配があるんです

けど、いかがでしょうか。 

○企画政策課長 

 これは先ほど私が文化課が担当というふうに申

し上げましたが、これはあくまでも市のほうが被

害を受けたということで、市と相手方ということ

になるかと思います。 

 施設の管理者である文化課のほうがそのまま窓

口になるのかなと。私どものほうも今度は保険の

対象を事務局をやっておりますので、うちのほう

が担当になるかというふうに考えて認識しており

ますが、今、委員のおっしゃいましたように、い

つまでも延ばしていいものなのか、いつまで延ば

せるものなのかということは、まだちょっと保険

会社のほうとは確認をとっておりません。相手方

が払う金額がどこの時点で確定していくのかとい

うことも今後相手側との交渉の流れによっていく

のかなと。そんな中で、保険会社のほうにも相手

が未成年だということも話してございますし、な

かなか難しいというような向こうも相手の未成年

からいただくというのが大変なことがあるようで、

金額が決定次第というふうにしかまだ確認をして

おりませんので、今後状況を把握しつつ、保険会

社のほうにも随時そこを出して進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○田中健委員 

 ちょっと細かい話かもしれませんが、何度もす

みません。 

 ということは、現時点では今支払いが停止とい

うか、いわゆる共済の事務手続が停止しているわ

けですから、現時点でかかっているガラスの修繕

費用もろもろについては、一旦市が立てかえて払

うという形の認識でよろしいんですかね。 

○企画政策課長 

 おっしゃるとおりでございます。これが冒頭、

委員のおっしゃいましたように、犯人が見つかっ

てなければ、見つかる前に保険金が満額おりた後

であれば犯人側と保険会社との交渉というふうに

なったわけでございますが、思ったよりもといい

ますか、犯人が新聞発表等で見ますと見つかった

ということで、そういった事実がわかった時点で

保険屋のほうへすぐに報告しておりますので、流

れとしては、今後は市のほうと犯人側と交渉して

いかねばならないという形になっております。 

 以上です。 

○田中健委員 

 こんなこと皆さんに言ってもしようがないんで
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すが、率直に、不完全な保険だなというのを素朴

に感じて、こんな保険しかないんでしょうかね、

逆に、共済会というのはという気がするんですが、

ほんとに通常の感覚でいくと、いわゆる保険であ

る以上は、被害を受けた時点で保険会社から全額

支払いを受けて、後の犯人との交渉は保険会社が

やるというのが普通の感覚でいくと。逆に言えば、

それというのは、今回こういうふうにうたってあ

るんですが、市に任せれば共済の負担がふえる可

能性があるわけですよね。もう早く手を打ちたい

から２割で手を打ちますと。８割共済会ください

という、こんな話、議事録載せていいのかどうか

わからないですけども、という話になるのであれ

ば、共済会のほうにしっかり交渉していただく、

そういうお願いというのは逆にできないものなん

でしょうかね。仕組み上はできないんでしょうか

ね。 

○企画政策課長 

 共済会のほうの業務規程集の中に、委員のほう

からも説明ありましたように、この共済委託市の

義務というのがしっかり規程の中にうたってござ

いますので、それを折り曲げてまでのことはなか

なかできないのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○田中健委員 

 わかりました。最後にしますが、こんなことで

市の優秀な方の能力と時間が割かれるというのも

大変もったいないなという気がしますし、お金の

こともそうですけど、もちろん公明正大に正しく

手続を取って、いただくものはいただくというこ

とをしていただきたいんですが、素朴にそこは感

じましたので、交渉の余地があればということだ

ったんですが、ないんであれば粛々と進めていた

だければと思います。 

 あと、いつごろというのもまだ全然着地点は決

まってないということでよろしいんですかね。 

○企画政策課長 

 私どものほうには、まだいつごろというような

形のことがお話できるようなことが情報が入って

おりません。 

 以上です。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○久田委員 

 私、二、三点だけ素朴な質問で。 

 予算書の21ページで財政調整基金の繰入金がマ

イナス２億6,878万1,000円となっておりますが、

この時点で財政調整基金の残高は幾らぐらいある

んでしょうか。 

○企画政策課長 

 12月補正後現在で11億8,400万円ほどでござい

ます。 

○久田委員 

 この補正が終わった時点で11億8,400万円とい

うことですけども、この長期財政計画が配られて、

これを見せていただくと、平成24年度の残高が16

億3,800万円というふうになっておるわけですけ

れども、３月補正で積んでいくというふうに理解

してよろしいですか。 

○企画政策課長 

 今後３月補正においては、契約差金等予算の未

執行だったものを考えまして、見込みとしてこの

ような形で報告をさせていただいております。 

 以上です。 

○久田委員 

 わかりました。契約差益とかいろいろ出てきて、

最終的には16億円余の財政調整基金の残高になる

ということですね。 

 次に、本会議でも佐藤議員が聞いておったかも

しれないですけど、22ページの臨時財政対策債で

8,000万円が補正されておるわけですけれども、

最終的に８億4,000万円ことし借りたということ

ですけど、これがたしか満額でしたかね。 

○企画政策課長 

 満額に100万円未満は尐し切り捨てをさせても

らって今回借り上げております。８億4,300万円

ほどの限度額がございまして、そのうち８億

4,000万円という形にさせていただいております。 

 以上です。 

○久田委員 
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 そうすると、この補正予算書で61ページのほう

を見ていただくと、今、残高がこの12月補正の段

階で60億2,900万円余あって、ことし返したのが

２億2,000万円で借りとるのが８億4,000万円だよ

と。前年度においては54億円があったよと。前々

年度は46億円ですけど、どんどんふえてきちゃっ

とるんですけど、ここら辺、大丈夫かなというね、

そこら辺どんなようなお気持ち持っておられるか

お教えください。 

○企画政策課長 

 もう委員のおっしゃるとおりで、今後また臨時

財政対策債をまた借りていくというような状況に

なってまいります。返済額のほうが尐なく、また、

借りる金額が多いというような現状になっており

ますので、今後さらにこのような形になるかと思

うんですが、あくまでも臨時財政対策債は交付税

でいただけないもののかわりにということで、地

方のほうで借り入れをして、返済分については基

準財政需要額ですか、そちらのほうに入っていき

ますので、このことが随分大きく増大していくと

いうことに関して、臨時財政対策債のみをいうの

であれば、さほど財政を逼迫といいますか、圧迫

といいますか、各指標の数値ですね、そういった

ものが極端に上がっていくということにはならな

いかと。それよりも、また他の市債のほうを借り

入れていくというようなことにもなりますので、

そういったことで考えれば、今後、財政を預かっ

ていく身としましては、いろいろと考えることが

多いのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○久田委員 

 この長期財政計画を見させてもらうと、平成24

年度は８億4,000万円、平成25年度は９億9,000万

円、平成26年度は９億9,000万円。平成27年度か

らどんどん減っていくんですけど、ここら辺のど

うしてこういうような見通しが立てれたのかなと

いうことをお教えください。 

○企画政策課長 

 今後これはあくまでも計画でございますが、ほ

かでの収入といいますか、現金化、財産の売り払

いだとかいう形でもって若干入ってくるものがあ

ったりだということで、今、うちのほうの見込み

としましては、このような形で計上をさせていた

だいております。 

 ただ、ここではこのような形で減という形の表

にはなっておりますが、今後の財政を考えた中、

時期を考えた中では、これよりも若干上がってく

る可能性もあるのかなというふうには考えており

ます。 

 以上です。 

○久田委員 

 平成26年度は９億9,000万円。今、財産を売り

ながらしていくと、ここでお金ができていくとい

うような理解をしたんですけど、ここの平成26年

度の財産収入で１億7,100万円というふうになっ

てますけど、きょうもらった資料ね。これは給食

センターの跡地を売るということで、それがここ

の長期財政計画に含まれておるという理解でよろ

しいですか。 

○企画政策課長 

 先ほどの御質問で、一点ちょっと先に加えさせ

てください。 

 今後、消費税が上がることによって交付税のほ

うもそれに伴い上昇してくるという予定で考えて

おりますので、それでもって臨財債を減という形

で調整をしております。 

 それから、今の御質問でございますが、今回こ

ちらの計上させていただいておりますのは給食セ

ンターの跡地売却の分でございます。 

○久田委員 

 さっき計算したんですけど、坪当たり29万

5,000円になると思うんですよ、この給食センタ

ーの跡地がね。１平方メートル当たり９万円とい

うふうに書いてあったから。これ、ちょっと安す

ぎへんかなと。私だったら２億5,000万円とか３

億円ぐらいの試算ができるんじゃないかなという

ので、ここら辺ちょっと、先人がつくってきた財

産でね、そんなに簡単にやっちゃってもいいのか

なというね、ここら辺の根拠を教えてください。 

○企画政策課長 
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 今回この算定を出した根拠といいますのは、不

動産鑑定協会に委託しまして出していただいてお

ります。本来あそこの土地が、そのまますぐに工

事等に入れるような状況であれば、もう尐しいい

値がついたのではないかなと。 

 ただし、今の現状のままでの売却を考えており

ましたので、あそこは尐し道路との高低差もあり

ます。そういったところで、まだそのまま土地開

発を利用しようと思うと、なかなか手を加えてか

らでないとできないというような状況な土地とな

っております。 

 したがって、現状の土地を売却していくという

形でもって鑑定していただいた金額となっており

ますので、私たちも、もう尐し高くなるのかなと

思ったんですけど、そのあたりはしっかりと鑑定

士のほうから報告をいただいておりますので、や

むを得ないのかなというふうな金額になっており

ます。 

 以上です。 

○久田委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

 先ほど、地方消費税交付金がふえると交付税は

ようけもらえるような言い方に聞こえたんですけ

ど、これ、厳しくなると思うんですけど、そこら

辺どうでしょう。 

○企画政策課長 

 交付税の中には消費税のほうも加味しておりま

して、消費税が上がることによりまして交付税の

ほうも額が上がってくるというふうに解釈してお

ります。 

 以上です。 

○久田委員 

 この長期財政計画で地方消費税交付金を見てい

くと、平成26年度までは現状でやっていって、平

成27年度から８％になって翌年10％になるという

ことで、簡単にこういうふうに５％が８％になっ

た、８％が10％になった、そういう簡単なあれで

組んでますかね。 

○企画政策課長 

 ８％、また２年先をおいて10％ということで、

真ん中の年は８％、10％両方が対象になるのかな

ということで、３年度間にわたり増額をしておる

わけでございますが、これに関しては、今現在こ

の地方消費税交付金のほうの試算をしますと、率

から計算してまいりますとこのような額になると

いうことで出させていただいております。 

○久田委員 

 わかりました。 

 先ほど陳情もあったんですけど、消費税率が上

がってくると必ず景気というのは悪くなってくる。

今までなしのやつが３％になって、３％が５％に

なったときに必ず消費が冷えてきて、市民税も尐

なくなると思うんですけど、ここで市民税を見る

と、消費税が上がっても市民税がふえておるとい

うここら辺ね、非常に甘くないかなというふうに

思うんですけど、そこら辺どうでしょう。 

○企画政策課長 

 今、お手元のほうの資料のほうで、地方税のほ

うが平成27年、平成28年にもおいても、その前の

年よりも、これは消費税の影響でもって地方税の

ほうも下がってくるのではないかなと。そういっ

たことによって地方消費税交付金、また地方交付

税のほうが上がってくるというような、そういっ

た見方をしております。 

 以上です。 

○久田委員 

 消費税というのは社会保障のほうに使うんだか

ら、一般財源化になっておるかもしれないけど、

消費税というのは社会保障に使うということで、

そうすると交付金でもらったやつが社会保障のほ

うにどんどん保育園だとかそういうものに使って

いかないかんということだから、そこら辺どうで

すか。 

○企画政策課長 

 一応地方交付税法の第６条の中に、消費税の収

入額の100分の29.5というような数字が出ており

ます。そうしたことによって、私どものほうは、

今現在の地方交付税法の率でもって消費税が消費

税の収入額の29.5％ということになっております

ので、この法律に基づいて消費税の収入分を計算
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して出させていただいております。 

 以上です。 

○久田委員 

 わかりました。 

 次に、この土地開発基金減債基金、これ全然動

いてないんですけど、恐らくこの積立金というの

は利息というか、剰余金という考え方でよろしい

ですか。 

○企画政策課長 

 利子の分だけでございます。 

○久田委員 

 この基金なくしっちゃったほうがいいと思うん

ですけど、そこら辺どうでしょう。 

○企画政策課長 

 基金のあり方については、今後さらにまた厳し

くなる財政を考えた中で、よく検討を進めてまい

りたいと思っております。 

 以上です。 

○久田委員 

 そうすると、今度その下の歳出のほうにいくと、

扶助費が0.5％ずつ上がっておるんですけど、消

費税が入ってきたときに扶助費というのはもっと

ふえていくような気がするんですけど、そこら辺

どうでしょう。 

○企画政策課長 

 消費税が上がることによって多尐の増減もある

かと思います。今回は、これまでの実績をもとに、

これまでも随分ふえ続けてまいりましたが、今後

もさらに増加をしていくのではないかなというよ

うな形での見込みを立てております。 

 以上です。 

○山﨑委員長 

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前11時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時58分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 補正予算についてお尋ねをしたいと思います。 

 先ほど田中健委員からお話がありましたが、文

化会館のガラス割れの問題でありますが、先ほど

の質疑で大方議論が煮えたと思うんですが、確認

のためにお伺いしておきたいのは、今後、具体的

な交渉事を進めるわけですよね。これは確かに文

化課が所管している施設なんだけども、文化課の

職員というのはそれぞれ現場があるわけでして、

かといって芸術創造協会にその仕事をさせるわけ

にはまいらないと。これから民事事件として補償

額等の問題、具体的に裁判の手続などは弁護士が

おやりになるだろうと思いますが、そういう条件

づくりというのは市の職員が相当頑張らんといか

んというふうに思うんですが、この体制をどこで

やるのかということについてお聞かせいただいて

おきたいと思います。 

○企画政策課長 

 先ほどの答弁でも申し上げましたが、一応窓口

は文化課という形で今、考えております。 

 ただ、交渉の中で、私ども保険の関係について

は交渉後にそこに入っていけるのかなというよう

なことを今、考えておりまして、もちろん相談が

あればといいますか、一緒になっていろいろと相

談に乗ったりだとかしていくことになるのかなと。 

 ただ、施設の管理下である窓口は文化課という

ふうには考えております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 文化課窓口ということですが、これ、どういう

事態が今後想定されてくるのか必ずしも明らかに

頭の中に浮かんでいませんけども、本会議でちょ

っと申し上げたように、犯人を捕まえたり、犯行

の動機や内容については、先ほどあったように警

察がきっちりと対応すればいいと思うんですけど、

ただ、補償ということになると、割れたガラスを

誰が何枚割ったんだというようなことまで実は調

査をしないと、さっきありましたように、それぞ

れに幾ら、どの程度の弁済を求めるのかというこ

とが決まってこない。それらを含めて、全部弁護

士がやってくださればいいけども、そうそうもい
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かんのじゃないかというふうに思うんですね。 

 そうすると、相当手間もかかるし、時間もかか

る。しかし、大事な公共施設の破損の話だし、税

が投入されて今、改良されているわけですから、

そこは誠実にきちっと履行するということが求め

られると。 

 そうなると現場のある部課では尐し問題だとい

うことで、私は企画部企画政策課が対応されるべ

きではないかと、窓口も本体もというぐあいに思

うんですが、どうですか。 

○企画政策課長 

 私どものほうは、これまでうちのほうが担当と

いうふうには考えておりませんでした。当然保険

の担当ということで、その都度文化課のほうから

の相談には乗ってまいりました。施設含めて多く

の施設がございまして、まとめてうちのほうもほ

かの施設まで保険も全部うちのほうで支払いをし

ております関係上、ただほかっとくわけにはいき

ませんので、今の委員の企画政策課が窓口でとい

うことでございますが、ちょっと一度市の内部で、

どこが窓口になってるかということは検討はさせ

ていただきたいなというふうに考えます。 

○高橋委員 

 図書館にせよね、文化会館にせよ、所管する施

設があるけども、みんなそれぞれその現場現場で

業務があるわけでしょう。業務がないのは課長ぐ

らいじゃないですか、こういう言い方おかしいけ

ども。そうするとガラスの割れた内容とか、あな

たがちょろちょろしてやらないかんことになるん

だわね。これは現実的じゃないというのはそうい

うことを言っとるわけです。 

 企画政策課の中には、いわゆるスタッフ部門で

知恵を出し、どうやってお金をつくるかというこ

とで研究されておる方々がたくさんみえるわけで、

そこが保険を掛けていらっしゃるということであ

れば、そこのスタッフ部門が起動すべきだと、名

実ともにというふうに思うので、これはひとつ一

度企画部長どうでしょう。 

○企画部長 

 この保険の制度ですけども、基本的には100％

補填される保険でございます。そのうち今回は加

害者がわかっておりますので、その加害者が損害

を100％とすると、どんだけ払うべきか、これは

法的な手続かと思いますけども、加害者側が損害

賠償額が決定した時点で保険の入ってくる額が決

定する。また、この加害者が経済的な理由で払え

ない場合もこれは補填されるということで、理論

的には100％市のほうには損はないというシステ

ムでございますけども、今後加害者とのやりとり、

どういう作業が待っているのかと、私もイメージ

ができておりません。弁護士がやっていただける

のか、うちが手がかかるのかわかりませんけども、

現課にお任せということは多分だめだと思います。

私どもも動きますし、どういう手続があるのか一

回ちょっと整理をした上で、市の中で調整したい

と思っております。 

○高橋委員 

 ぜひそういう方向で具体化していただきたいと

思います。 

 もう一つお聞かせいただきたいのは、ここにあ

りますように、改修工事、ガラス割れ工事の修繕

工事なんですが、２月15日までが工期と。現在ガ

ラス製作中と。納期が確定次第、具体的に打ち合

わせをするということになっておるんですが、ま

だいつガラスができるのかわからないということ

でしょうか、文化課長。 

○文化課長 

 これは金曜日の日に業者のほうから実務工程表

というのをいただきました。これを見ますと、年

内にまずはエントランスホールのガラスができ上

がるということになっております。それで１月12

日までにはエントランスのほうだけはガラスの割

れかえ工事ができるというような話です。 

 ただ、花しょうぶのほうはまだ、非常に大きな

ガラスで、一応こちらのほうにはガラスの関係の

作業は１月13日までかかるというふうに実務的な

工程表がきておりますので、その工程で、あとは

文化会館の行事との絡みもありますので、そこは

まだ今から調整していこうというふうに思ってお

ります。 
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 以上です。 

○高橋委員 

 特殊なガラスなんで、なかなか苦労されとるよ

うですが、ぜひ急いでいただくようにお願いした

いというふうに思うんです。 

 といいますのは、文化会館へ足を運んで文化の

薫りを感じて、そういう思いで行かれるわけだけ

ど、痛々しい雰囲気を目の当たりにされるとバッ

ティングしちゃうというわけだわね、文化の薫り

を今から享受しようということで、１枚かえてい

かれると痛々しい姿を前にすると何とも言えん殺

伐とした気持ちになってしまうということですよ

ね。 

 しかし、これは修復せないかんし、工期もかか

ることなんで無理は言えないんですが、そういう

文化会館利用者の思いもぜひ行政の皆さんが受け

とめて対応していただきたいというふうに思いま

すが、教育部長どうでしょう。 

○教育部長 

 今、言われました市民の思いといいましょうか、

それは私どもも一緒でございます。 

 ただ、業者のほうには、できるだけ早くという

お願いはしておりますが、やはりそれはあまりに

もそこを締めつけますと工事が急いだ余りという

ことがあるといけませんので、とにかくできる範

囲で急いでくださいということはお願いはしてお

ります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 もう一つ、26、27ページに交通安全対策費、財

源構成がございます。87万5,000円ですか、内容

を教えてください。 

○企画政策課長 

 19ページのほうにございます。水道課の中の１

項総務費県補助金でございます。そこに愛知県市

町村振興事業費の補助金、これが額が決定したと

いうことでの財源構成となっています。 

 以上です。 

○高橋委員 

 何で減ったんですか。当初見積もりが多かった

ということですか。 

○山﨑委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時11分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時11分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画政策課長 

 ちょっと理由まで私どものほうではっきり確認

しておりませんでした。今、係のほうから尐し要

綱を県のほうに問い合わせしまして確認したいと

いうふうに思っております。 

 大幅な削減があったということで、このような

形の交付決定になったというふうで、理由は一度

尐しお時間をいただいて、またこの委員会中に御

回答できたらさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○高橋委員 

 これは該当する事業は、どういう事業をされた

んですか。 

○安心安全課長 

 青パト事業が主なものでございます。 

○高橋委員 

 青パト事業の補助金が減額になったと、こうい

うことですね。減額の理由は、また後ほど御紹介

ください。 

 二、三日前に第５次知立市総合計画の実施計画

書が2013年から2015年がまいりました。 

 私、交通安全問題でかつて運転免許証の自主返

納者に対してミニバス無料期間を延長すべきだと。

今、２年ですが。７ページに運転免許証自主返納

支援事業、13、14、15と丸が打ってあるんですが、

これは事業は続くよということを意味されておる

んですが、延長はどうなったんですか。この実施

計画の反映されておるんですか、されてないんで

すか。 

○安心安全課長 

 高橋委員に議会での御指摘等もございまして、
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安心安全課としては実施計画の提案で、期間を今

２年でございますけれども、倍の４年を検討した

いと。 

 ただ、年齢的にも皆さん割と若く、年齢よりも

車運転される方多いので、65歳の対象を70歳ぐら

いからで検討させていただければという方向で今

この計画を提案しておるところです。 

○高橋委員 

 現在、自主返納された方については２年間ミニ

バスを無料にするというものについて、新年度、

平成25年度からこれを４年にするということです

か。そういうことをおっしゃったんですか。 

○安心安全課長 

 来年度の予算はまだ査定でございますが、提案

としてはそういう方向でお願いしていきたいと考

えております。 

○高橋委員 

 ２から４で倍々ゲームという話はあるかもしれ

んけど、それはちょっと立法趣旨がよくわからん

ね、政策趣旨が。 

 自分で車を運転されない、あるいは家族がとめ

るから返納されるわけですよ。今、返納されると

運転免許証はそのまま生かしてもらって身分証明

書にすると。とてもいい制度。だから、その裏側

へぺたっと張っておけばいいんですよ、無料券を。

従来は、ほんとのその人が自主返納者かどうか確

認することが一時難しいんじゃないかという説が

あったけども、これからは免許証の裏に張ってお

くなり免許証とセットにされておけば全然問題な

い。それを何で２年で切られるのか。健康寿命80

歳と別の所管でいろいろ議論されておるのに、あ

なたのところは、そういう思想や考え方というの

は全く無縁で、２掛ける２が４というそういう短

絡的な政策選択ですか。 

○安心安全課長 

 そもそも私ども自主返納の事業の発端は、事故

が高齢者の方が多いと。今でもふえておるという

ことと、免許証返納の制度自体が、まだ委員もお

っしゃられましたとおり、身分証明という点で欠

落しとったところがございました。 

 この４月からは愛知県警のほうでは、1,000円

を出していただければ免許証と同じ形で身分保証

がしていただけるということと、協賛企業で例え

ば飲み屋とか、薬屋とかでそういう補助がいただ

けるとかそういう特典もついております。この辺

は県警のホームページに載ってございますが、そ

れとあわせて促進をするという面がございまして、

２年ということでそもそも始まったことかと思っ

ております。２年が４年か、４年が６年かはとも

かく、倍にさせていただければというところで考

えておるところです。 

○高橋委員 

 ちょっと根拠がね。というのは、90歳から94歳

で返納される方が圧倒的であれば４年ぐらいでと

いう話になるかもしれない。だけど、90歳から94

歳で返納されておるのは2.2％ですがね。一番ど

こが多いかというと、70歳から74歳ですよ。これ

ちょっと古い資料かもしれないね。平成24年５月

30日の資料です。あれから資料更新されておると

思う。私いただいてないので。あまり大きな影響

ないと思うんですよ。一番たくさん返納されてい

るのは70歳から74歳、37.6％。今、平均寿命はも

っと高いんですが、健康寿命80歳ということを言

っているわけで、74歳で返納されても、まだ６年

あるわけでしょう。65歳から69歳で返納される方

は15％、16％あるんですよ。69歳ですよ。私だっ

て間もなく返納ですよ。安心安全課長は、もうあ

と４年だなというようなニュアンスで政策を立て

られるんですか。もうちょっと返納時期をよく着

眼していただければ、４年なんていう方向性は出

てこないと思います。 

 もちろんこれやりますからね、最終的には運転

経費を契約して内金として料金を払うわけですか

ら、その人たちが有料で乗られればそれは100円

としてカウントされるけども、社会へ出ていただ

こう、車に乗られないわけだからミニバスを使っ

ていただこうという政策的方向性を示すわけです

から、これはもう尐し弾力的な、しかも実態と現

実に合う政策方針を出してもらわんと納得できな

いですね。これはごめんなさいね、来年度の話ま
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で踏み込んじゃって。どうですか。 

○安心安全課長 

 委員のおっしゃるのもわかります。ただ、65歳

になっても健康な方もみえますので、そういう方

は自分が意識的に乗れるうちは乗っていただけれ

ばいいですので、そういう限界を感じられた方を

なるべく早く、事故を起こす前にするという事業

ですので、何とか４年が今、提案するところの年

数かと思っております。 

○高橋委員 

 だからね、自分で車を運転するのに、やや自信

がないと。高速道路反対に走っていっちゃいそう

だということじゃいかんから返納されるわけです

よ。それはその方の年齢なんですよ。平均は出し

にくいんです。 

 ただ、実績からいうと、65歳から74歳までの比

較的まだ若い前期高齢者ですよ。この方が約５割

以上占めてみえます。返納する人の５割以上占め

てるのに、もっと長生きして社会へ出てもらわん

といかんということになったら、あと４年で結構

ですと。最初２年で始められたことはいいでしょ

う。ところが、そういう問題提起があって、そう

だなということになって延ばそうということにな

った。私は、ぐっと言っていただけるかしらんと

思ったら４年だという話で、ちょっと驚いておる

んです。総務部長どうですか。 

○総務部長 

 たしか議会のほうでは、しっかり検討させてい

ただくというような形で答弁したというふうに記

憶をしております。 

 これにつきましては、当面うちのほうで２年延

長して４年というような形で実施計画の中では尐

し様子を見ようというような形で話は財政のほう

とはして、うちのほうも私の努力が足りなかった

ということもあるかもしれませんけど、そういう

ような話でついております。１年こういうような

形で実施をしてみて、尐し様子を見させていただ

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 この制度は、平成21年10月１日から施行されて

おるんですよね。平成22年、平成23年、平成24年

と、これ３年済んだんだがね。その過程で問題提

起があった。しばらく見てみようというのは、そ

れは始まって１年目ならね、高橋委員しばらく見

させてくれということだけど、平成21年からやっ

てみえる。統計的には１人平均年間10回ですよ。

これはあなたたちの資料をいただくと。１人平均

10回利用されるんです。10回利用され1,000円で

すか、平均ね。知れとる話じゃないですか。 

 私たちは、むしろ75歳を超えたらミニバスは無

料にしてほしいというぐあいに思っているんです

が、とりあえずの取っかかりとして免許証を自主

返納した人ぐらいには懐深く、わかりましたと。

そのかわり社会のかけ橋としてミニバスを、あな

たが乗れるうち無料でお乗りくださいと。わかり

ましたと。使われるか使われんかは、その人の年

齢と体力によりますけども、そういう施策がほし

いんですよね。そういう施策でないとまずいんじ

ゃないかということを申し上げたい。再検討して

いただきたいんですが、どうでしょう。 

○安心安全課長 

 今回の委員の御意見と、財政上の問題は行って

こいという話は先回されておりますので、あとは

近隣の様子とかいろいろ調整もありますので、一

度財政当局と検討させていただければと思ってお

ります。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 
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（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第60号について、挙手により採決します。 

 議案第60号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第60号 平成

24年度知立市一般会計補正予算（第４号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第63号 平成24年度知立市土地取得特別会

計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第63号について、挙手により採決します。 

 議案第63号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第63号 平成

24年度知立市土地取得特別会計（第１号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第67号 知立市特別職の職員で常勤のもの

の給与に関する条例の特例を定める条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第67号について、挙手により採決します。 

 議案第67号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第67号 知立

市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

の特例を定める条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第68号 知立市教育長の給与、勤務

時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定め

る条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第68号について、挙手により採決します。 

 議案第68号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第68号 知立

市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の特例を定める条例の一部を改正する条

例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第69号 知立市行政財産目的外使用料条例

の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 私の一般質問に対する答弁の一環に出てまいり

ました条例の追加上程ということですが、この条

例にありますように、南中学校のナイターについ

ては通年利用ということですが、竜北については

まだ留保されて現状通年になってない。これは住

民の皆さんの合意ということなんですが、９月で

すから10月、11月、12月と、まるっと３カ月時間

的に経緯しているので、３カ月あれば住民の皆さ

んの声をそしゃくし、政策化することは可能では

ないかというふうに思うんですが、現状どこまで

進んでるんでしょうか、意見聴取は。 

○生涯学習スポーツ課長 

 中学校のナイターの通年利用ということで、今

回条例の一部改正を出させていただきました。今、

指摘のございましたように、南中学校にありまし

ては１月からということで実施をさせていただき

ます。 

 なお、同じく竜北中学校ナイター設備あるわけ

でございますが、一緒にできるものであればいい

のかなと思いますが、南中学校におきましては、

一部の住宅ということで軒数も尐なくございまし

た。また、町内も新林町という１地区の中で、自

治区を通じる中でのお話をさせていただきました。 

 一方、竜北中学校におきましては、牛田町、山

屋敷町、山町、ちょっと３町内ぐらいにまたがる

のかなというふうに思いますが、内容の部分にお

きましては、現状調査という中で、個々の取り扱

いの部分には至ってないのが実情でございますが、

住民の理解を得られる中というのでございますの

で、それぞれの自治区、また、家庭に了解を得る

中で、３月にもう一方のほうが得られれば進めた

いというような考えでございます。 

○高橋委員 

 だから、それはどこまで進んでいるんでしょう

かというふうに聞いておるんです。 

○生涯学習スポーツ課長 

 対象家庭の把握の中で、通知等は現在行っては

おりません。 

 それぞれの家庭への通知というんですか、そう

いったものは行っておりません。 

○高橋委員 

 どういうふうでもいいんですが、合意はほしい

ということなんで、合意を取ってくださいと。お

たくたちが言う合意というのは何をもって合意と

されるのか、それはおたくたちの判断でいいと思

うんですが、何をやるんですか、これから。まだ

何も手が打ってないということですか。どこまで

きてるんですか、合意づくりというのは。 

○生涯学習スポーツ課長 

 今、竜北中学校付近の家庭のこのあたりという

部分であって、何も進んでないというところでは

ないですが、家庭への把握等を行っている段階で

ございます。 

○高橋委員 

 難しいことをおっしゃって、私、さっぱりわか

らんけど、南中学校はどうしたかというと、区長

のところへあなたらのほうから通知がありました

よね。区長は、所管の組長に言われたそうですよ。

組長はお一人です。10軒未満かな。オーケーです

よと、別にナイター使ってもらってもいいですよ

ということになって、部長答弁なり今回条例が出

てきたんですね。 

 確かに南中に比べて竜北は山町であり、山屋敷

であり、牛田ですか、入っておると、入り込んで

おるということはわかりますが、現にナイターが
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あるわけですし、夏場は使うわけなもんで、新し

くつくって人口密集で、ほんとにリスクが大きい

というならともかく、今だって使っておるわけで

すから、それを延長しますよと。つまり10月31日

までだから、11月、12月、１月、２月、３月、５

カ月間延伸しますよと。しかも毎日使うわけじゃ

ないですから、そういう点で、首長に打診される

なり、直接皆さんがアンケート持って走られるな

り、あるいはアンケートを自治区にお願いして回

収するなり、いろいろ方法はあると思うんですが、

どこまで進んでおるのかということを伺っている

んです。 

 つまり、早く竜北も南中のような状況をつくっ

ていただきたいと思っているがゆえに、何で竜北

がおくれちゃっとるのか、早くやってちょうだい

という立場から伺っているのでね、どこまで進ん

どるのか、いつできるのかということなんです。 

○生涯学習スポーツ課長 

 同じお答えになるかもしれませんが、各それぞ

れの家庭の把握はできております。そういった

方々への通知、自治区への通知と家庭への通知を

していかなければという段階でございますので、

早急に今、新林のやり方のほうの指摘がございま

した中をあわせて、同様な中で進めていきたいと

考えます。 

○高橋委員 

 話を難しくされとるけど、要は、まだ何もやっ

てないということだね。どの部分の人たちが対象

だということを把握したと。合意づくりのパート

ナーは把握したけども、そこからまだ何もやって

ないということだということですか、今の話。教

育部長、全然進んでへんということじゃないの。

ちょっとやれば12月に両方やれたんですよ、そん

なことは難しい話じゃないもんで。ここの10軒、

ここの15軒、ここの20軒、この３つぐらいだなと、

意見聞くのかということを今、選定したと、そう

いうことなんでしょうか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 地図で見る中での家庭、このあたりまでという

部分でございます。 

○高橋委員 

 そうですか。まだ一本も出ていないと、こうい

う話だということが明らかになりました。 

 教育部長いいですか、そこスタートだというこ

とは認識しましたわね。いい悪いはともかく、そ

れは出発点なもんで。だから、その出発点から３

月の議会ということになると、２月の頭ぐらいに

は合意を得て条例案をつくって、担当の例規審査

にもかけないかんわけなもんだから、いいですか、

その日程で。 

○教育部長 

 今回この南中学校のこの条例案、追加で出させ

ていただいたわけですが、このときに私も生涯学

習スポーツ課のほうに、竜北のほうもできたら一

緒にということを話をして、まださっき生涯学習

スポーツ課長が言ったように、町内戸数というこ

とで把握し切れてないという話もありましたので、

その時点で、私が指示したにもちょっと言い方が

悪くて受けてもらえなかったかもしれませんが、

私は区長には当然話はしてありますので、それぞ

れ１戸１戸当たっててもなかなか時間かかっちゃ

うから、もう竜北のグラウンドからは影響を受け

るだろうというのを円でかいて、全てここへ手紙

送っちゃいなさいと。下には当然担当課の電話番

号も入ってますので、何かあればここに言ってく

るから、それで一回様子を見ようというふうで思

ってたんですけども、今の生涯学習スポーツ課長

の答弁でしたので、これからすぐにスタートを切

って、３月の条例改正には間に合わせんことには

とても３月が迎えられませんので、頑張ってやっ

てきます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ぜひ頑張ってやっていただきたいんですが、た

だ、こういうふうになりますと、竜北周辺の人た

ちの理解が得られてないんだというふうに聞こえ

るんだよね。竜北の衆が反対してらっしゃるのか

と、一部で。それが障害になって条例が一緒に出

ないのかと、こういうふうにも受けとめられるん

ですよ。 
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 今の話で、そうではなくて、話をしなきゃいか

ん対象を住宅地図で拾ったという範囲で、これか

ら話をしていくということなんで、事態ははっき

りしたので誤解はないわけですけども、ぜひ３月

議会には間に合うように対応していただきたい。

重ねてお願いをしておきたいと思います。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第69号について、挙手により採決します。 

 議案第69号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第69号 知立

市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条

例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

○企画政策課長 

 先ほどの高橋委員の御質問のほうの回答をさせ

ていただきます。 

 愛知県市町村振興事業費ですね、そちらのほう

については、愛知県のほうの補助金交付要綱のほ

うで定められておりまして、今回、今年度当初予

算が125万円でございました。また、平成22年は

210万円。随分減っておったものが、さらにまた

今回37万5,000円ということになってきたもので

ございますが、愛知県のほうのメニューの中に市

町村自立支援事業というものが追加されまして、

そうしたことから今回の愛知県市町村振興事業費

の県の割り当てといいますか、予算の配分が変わ

ったことによりまして減額ということと、また、

交付の要綱のほうの見直しがあったようで、補助

率の減尐というのも考えられます。この以上２点

の理由から、大幅な今回減額になったということ

でございます。 

 以上です。 

○山﨑委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時42分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時42分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 陳情第23号 社会保障の施策拡充についての陳

情書の件を議題といたします。 

 御意見等がありましたら、発言をお願いします。 

○安江委員 

 社会保障の施策拡充の陳情書についての不採択

の立場で一言申し上げます。 

 税滞納世帯の解決は、住民の実情をよくつかみ、

相談に乗るとともに、地方税法第15条の適用を初

め、分納、減免などで対応することは賛同できる

ものの、納税は国民の義務であり、徴税を強める

愛知県地方税滞納整理機構への税の徴収事務を移

管しての徴税は理にかなうものであると思います。 

 また、現在の財政状況を鑑みたところ、これ以

上の就学援助制度の拡大は困難であると思われま

す。申請手続に民生委員の証明は、ややもすると

野方図になるやもしれない状況への抑止となり得

るものであります。 

 これらのことから、一意の会としては、当陳情

書に対し不採択とさせていただきます。 

○神谷委員 

 陳情第23号 社会保障の施策拡充についてにつ

きまして、民友クラブとして不採択の立場で討論

させていただきます。 
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 陳情者の趣旨、陳情事項の中身について理解で

きる部分もありますけれども、事項１、自治体の

基本的あり方の②愛知県地方税滞納整理機構に徴

収事務を移行させないでくださいとあります。本

来、税の徴収は自治体の義務であり、これまでも

知立市は地方税法第15条、納税緩和措置の適用を

し、分納、減免など柔軟に対応していると思いま

す。それでも、なお税の滞納される方については、

納税の義務の公平の観点から、慎重に慎重を重ね

ながらも行うべきであるというふうに考えます。 

 事項２、１、子育て支援などについての②義務

教育は、無償の立場から学校の給食費を無料にし

てくださいについてでありますが、現状の学校給

食法では無理であり、家にいても学校にいても食

事は必ずとるという観点から、原則保護者が負担

すべきだと考えます。 

 以上のことから、陳情第23号は賛成いたしかね

ます。 

 以上です。 

○水野委員 

 陳情第23号に関して、知立政策研究会は賛成の

立場で討論させていただきます。 

 陳情の趣旨は、地域住民の命と健康、暮らしを

守るために社会保障の施策拡充をすべきというも

のであり、陳情事項２の１、子育て支援などの施

策の充実を図るべきであるという陳情者の願いに

対して、③放射線被曝から子供を守るため食の安

全管理を万全にしてほしいということに関しては、

東電、福島第一原発の事故は多くの住民、特に子

供たちに放射線被曝という大問題をもたらせまし

た。 

 行政が食の安全管理を行うことは当然でありま

す。知立市では川合教育長の英断のもと、もう既

に放射線測定器シンチレーションを購入し、子供

たちの健康を守るべき食の安全管理に役立ててお

ります。 

 また、陳情事項２の２、障がい者・障がい児施

策の拡充の中で、避難所において障がい者の方々

にとっては多くの施設、特にトイレなど使い勝手

が大変悪いとあちこちで問題視されております。

このことを私たちは、障がい者の立場、目線で考

えなければなりません。陳情者の言われることは

多々賛同できる部分があり、この陳情書は採択で

お願いします。 

○田中健委員 

 陳情第23号 社会保障の施策拡充についての陳

情書について、市政会を代表して意見を述べさせ

ていただきます。 

 陳情事項の内容について賛同できる部分もあり

ますが、一部については我々の会派と異なる考え

方があるため、不採択の立場で意見を述べさせて

いただきます。 

 例えば１、自治体の基本的なあり方についての

②愛知県地方税滞納整理機構に関する記述ですが、

徴税は自治体の業務であることを踏まえて滞納整

理機構に税の徴収事務を移管しないでくださいと

あります。 

 本件では、個人市民税を初めとする地方税の収

入未済額の縮減と市町村職員の徴収力向上を図る

ため、平成23年４月に県内６ブロックの43市町村

とともに地方税滞納整理機構を設置し、強力に連

携しながら積極的な滞納整理を行っており、初年

度においても高い成果を上げております。さらに

は平成23年12月に策定した行革大綱に係る重点改

革プログラムにおいて、未参加市町村11団体の理

解を得て参加拡大を図る取り組みを目標としてあ

げておりますが、本年４月に春日井市、清瀬市が

さらに参加し、今回さらに２町村の参加により、

県内全54市町村のうち47市町村が地方税滞納整理

機構へ参加することとなりました。 

 平成23年４月、個人県民税及び個人市町村民税

を初めとした市町村税の収入未済額の減額を図る

ため、これまで滞納地方税において従来の市町村

単独での回収には、以下のような困難点がありま

した。 

 多くの市町村では、専任の職員を置けず、人事

異動により徴税ノウハウが引き継がれない。地域

的しがらみにより滞納処分などが困難。悪質な場

合は行政対象暴力が絡み、経験者のアドバイスが

求められる。これらの問題の打破のため、2001年
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に初の全県滞納整理機構として茨城県で機構が設

立され、任意組織としては香川県に2005年、初め

て行使となりました。現在、2007年から国から地

方への財源移譲があり、地方自治体の未収税額に

占める個人市民税の割合が増大したため、こうい

った整理機構の活躍がますます期待されておりま

す。 

 また、陳情事項２の１、子育て支援における義

務教育の無償の立場から学校の給食費は無料にし

てくださいについても、憲法第26条第２項にある

義務教育の無償の範囲について、過去の最高裁の

判例において、無償とは授業料の無償を意味し、

その他の必要となる費用を一切保障するという意

味ではないとされており、学用費などその他一切

の無償を意味するものではないとされております。

こういった観点から、給食費についても現時点で

は自治体が補うものではないという認識になって

おります。 

 ただ、子育て世代が抱えている経済的負担を軽

減し、安心して子育てできる環境の整備を図る。

それをもって尐子化対策を推進するという目的で

第３子以降の学校給食費無料化などの実施などの

事例もありますが、現在の当市にとってこれが当

てはまるか、まだまだ検討の余地があると考え、

本理由をもって本陳情は不採択とさせていただき

ます。 

○高橋委員 

 本陳情について、全面的に賛成の立場で発言を

したいと思います。 

 けさ一番で西村さんが陳述をされまして、請願

書の陳情書の中身をさらに幾つか具体的な分野で

言及されました。今、各委員が御指摘があります

ように、この陳情書の１つの大きな柱は、地方税

の回収機構にかかわる問題であります。 

 今、それぞれ御発言がありましたが、2011年、

平成23年４月１日に西三河地方税滞納整理機構と

いうのが設立をされました。この設立で１年半、

約２年近くなるんですが、平成23年度の滞納処理

の実績を見ますと、愛知県全体の整理機構の徴収

率が53.3％、27億円程度を回収されております。

西三河の知立市の入るところは29.6％という実績

であります。 

 なお、平成24年度10月までについては、申し上

げましたように、愛知県全体で19億円、38.1％、

西三河で27.6％という収納実績をあげておられる、

こういうことになっています。 

 ただ、西村さんも発言されておりましたし、こ

こにもありますように、この徴税機能というのは

一体どういう組織なのかと。今おっしゃいました

ように、徴税は地方自治体の業務です。したがっ

て、地方自治体が連合して徴税行為をする場合に

は、一部事務組合あるいは広域連合という特別地

方公共団体という形にしてやっておられるケース

がかなりあります。一部事務組合にしても広域連

合にしても我が市も消防や処理場であるように、

議会というのがあるんですね。議会がチェックす

るんです、その行政事務について、あるいは行政

執行の内容について。 

 ところが、西三河の行政機構というのはどうな

っているかといいますと、法人格を持っておりま

せん。これは要綱でつくられた任意組織として設

立をされています。ですから、議会もなければ、

さわることもできない。今、実績を述べましたけ

ども、そういう内容になっておるんですね。職員

は知立市からも今１名派遣されております。これ

関係市から派遣されてきて、知立市の職員は知立

市の滞納者に対応するのではなくて、高浜市とか

安城市とか他市の自治体の徴税事務をされている。

知立市の職員が任意団体の機構へ派遣されて、何

で高浜市の人の滞納処理ができるかということで

すよね。 

 冒頭にあったように、徴税は市町村自治体の業

務でありますが、その自治体を飛び越えて収納し

てみえる。ここにこの組織の極めて立法的視点で

はない問題があるんですね。これは参加相互の市

町村の徴税吏員ということで併任辞令を受けるん

です。知立市の職員は知立市の徴税吏員ですが、

機構へ行って高浜市の徴税をしようと思うと高浜

市の徴税吏員を併任されるんですね。併任辞令を

受けるんです。こんなことってあるんですかとい
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うことなんですね。 

 したがって、西三河の機構の場合には、全て差

し押さえをする場合でも市長名で差し押さえてい

ます。ここの機構の名前では差し押さえられない

んです。市長名で差し押さえ、知立市民の場合は

ね、そういうことになっているんです。こういう

かなりむちゃくちゃな地方自治法や地方税法を無

視するような機関ですので、やられている徴税行

為もかなり問題だと。先ほどおっしゃいましたね、

西村さんがいろんなことを。 

 じゃあ、どういう人たちがこの機構へ送られる

のかということですね。機構の処理する能力あり

ますから、枞をつくって知立市から幾つ機構のほ

うへ出してくださいというようなこともやられて

おるようであります。一般的には悪質滞納者を市

町村から移管して、財産調査をして差し押さえ、

公売の処分を強力に行う、こういう目的で機構の

ほうへ案件が送られてくるというふうになってお

ります。問題が、したがって幾つか生まれており

ます。若干紹介したいんですが、第１は、払いた

くても払えないという善意の納税者まで機構に送

るということがないわけではありません。 

 したがいまして、どういうことが起きるかとい

うと、市役所と相談して約束どおり分納していた

納税者が機構に送られると。最初は50万円以上の

滞納という基準だったが、それがどんどんエスカ

レートしまして、納税者の実情から判断するので

はなくて幾つ解決するかという視点で徴税行為が

行われているということですね。これは納税者の

実態をよく調査して、適正な徴税をするという地

方税法の本旨に反するものであります。 

 ２つ目に、生存権が侵されるような差し押さえ

が横行しているということですね。払わなければ

差し押さえだと。どこからか借りてきてでも払い

なさいと。公権力による威圧というような場面が

しばしばございます。 

 けさ方、西村さんは、業者の話をされまして、

業者の口座に入るお金、もちろん入ってくるわけ

で、それはやがて仕入れに使わなきゃいけない、

従業員の給与を払わなきゃいけない。みんなの生

活費として消えていくものなんですが、そこへ差

し押さえが入るという実態があるわけであります。 

 ３つ目は、納税者の訴えに耳を貸さない密室対

応だということであります。かつて我が党の中島

牧子議員が安城市の機構へ一緒に行ったという話

を一般質問でされたことがあります。昨今では滞

納者が認めた人であっても同席を認めないという

ようなことが横行しておるようであります。 

 したがって、納税者は威圧をされて、十分な援

護も受けられずに密室で納税者一人きりになって

非常につらい思いで対応せざるを得ないと、こう

いう状況になっているんですね。 

 納税者は納税する義務がありますから、納税す

るのは当たり前なんですが、格差と貧困が連鎖す

る中で、生活保護費もふえておりますし、こうい

う滞納状況がふえている。これを納税者の立場に

立って、そして実態に合わせて正確に的確に徴税

していくという視点を欠いた市町村の滞納整理機

構については問題だと、この陳情者の趣旨に賛同

するものであります。 

 先ほど就学援助の1.4倍の話もあったんですが、

当市は生活保護費は1.4倍ではなくて児童扶養手

当をベースに考えられておりますから、実際上

1.4倍に近いところまでクリアされていると。こ

れ、ちょっと書き方が違うんですが、そういうこ

とはひとつ委員の皆さんも御紹介、御理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 学校給食の問題も出ましたけども、これは全国

で給食代を補助する、無料にする自治体はふえて

おります。新城市もそうですし、この間、個別に

委員の皆さんには紹介したんですが、岡崎市の市

長が、あの市長選挙で給食費を無料にするという

のを公約として掲げられて当選されました。 

 今後どうなっていくのか、私、注目したいんで

すが、あながち妙なことを要求されているわけじ

ゃない。やはり子育ての皆さんの願いがこういう

ところにあるということは、お互いにしっかり受

けとめて、この陳情の願意をしっかり酌み取るこ

とが市議会議員として必要だということは申し上

げておきます。 
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 以上で、賛成討論といたします。 

○山﨑委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第23号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第23号について不採択することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第23号 社会

保障の施策拡充についての陳情書の件は、不採択

とすべきものと決定しました。 

 次に、陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を

求める意見書の提出を求める陳情書の件を議題と

します。 

 御意見等がありましたら発言をお願いします。 

○神谷委員 

 陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を求める

意見書の提出を求める件につきまして、民友クラ

ブとして不採択の立場で討論をさせていただきま

す。 

 ことし、社会保障と税の一体改革法案が国会で

成立をいたしました。消費税の増額分については

医療、年金、介護、子育て支援について現時点で

は使われると聞いております。人口減尐、尐子高

齢化時代の今、我々の子、孫の世代につけを残さ

ないためにも、陳情第24号は賛成いたしかねます。 

 以上です。 

○安江委員 

 陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を求める

意見書の提出を求める陳情書に対し、不採択の立

場から討論させていただきます。 

 日本は、いまや世界一の借金大国であります。

今後、毎年１兆円規模の社会保障費の増大が叫ば

れています。税と社会保障費の一体改革が行われ

なければ、日本の財政破綻は火を見るよりを明ら

かであります。膨らみ続ける社会保障費への対応

を考慮し、その対策をしなければならないところ

であります。 

 インフレの促進により借金の負担をなくすとの

意見もあるところではありますが、全くの暴論で

あると思います。税の公平性を確保しつつ、低所

得者に配慮をした消費税の引き上げによる増収策

は、今般の日本にとって喫緊の課題ではないかと

思うところであります。次世代に多くの借財を残

すことは、我々の世代としては最も避けなければ

ならないものと考えます。住民の命と健康、暮ら

しを守るため、消費税の引き上げは必定だと思わ

れます。 

 よって、一意の会としましては、不採択とさせ

ていただきます。 

○水野委員 

 陳情第24号に関して、知立政策研究会は賛成の

立場で発言いたします。 

 さきの衆議院選挙で民主党政権から自民党政権

中心の政権に変わるということで、安倍総裁のほ

うも慎重な言い回しになっておりますこの消費税

につきましては、消費税は、一見公正な税制と思

われがちであります。自分の懐、財力に見合った

物品を購入するのだから公平な税制と主張する

方々が多々います。果たしてそうでしょうか。お

金に余裕のない方は、当然税率が上がれば、その

分だけ買い控えをするわけで、地域経済はもとよ

り、日本経済にとってマイナス成長に陥ってしま

う可能性が高まると思います。 

 消費税率は2014年４月に８％、2015年10月に

10％に引き上げることとなっております。民主党

は、財源の担保もなく選挙目当てとも受け取られ
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る公約のもと、ばらまき施策を行ったために莫大

な財源不足に陥りました。歳入不足のための安易

な消費税率を引き上げる施策は、全く理解できな

いところであります。陳情者はもとより、多くの

国民の理解を得ることはできません。 

 消費税を引き上げる前に、まず行財政改革を推

し進めるべきであり、野田総理が今こそ決める政

治をすべきと力んでいた消費税率引き上げについ

ては、総理自身全く説明責任を果たしていません。

復興に使うべきお金を震災で大きな被害に遭った

地域以外にも用途されるという迷走ぶりには驚く

ばかりです。同様に、消費税率を引き上げて、そ

のお金をどのように使うかわけがわからないと多

くの国民は不信感を抱いています。もっと議論を

すべきであり、陳情者が言われることに対して

多々賛成できることも多く、この陳情第24号につ

きましては採択でお願いします。 

○田中健委員 

 陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を求める

意見書の提出を求める陳情書について、市政会を

代表して不採択の立場で意見を述べさせていただ

きます。 

 本陳情の趣旨として、消費税は最も不公平な税

制としていますが、今後の税制のあるべき姿とし

て我が国の暮らしを維持していくために不可欠な

経済成長を実現するために必要な国際競争力強化、

そして社会の構造において尐子高齢化が進む中で、

負担の公平と活力の維持を考えれば、ある程度の

直観比率の変更が必要だという点に考えて立つ必

要があります。頑張って仕事をしている個人から

の所得税や稼いでいる企業からの法人税に負担が

集中している構造は、今後も改善していく必要が

あります。 

 消費税の論議も、単に上がった下がったではな

く、こうした税システム全体の中での所得税、法

人税、消費税のバランスの中で議論されるべきで

す。バブル崩壊後1990年代以降、一般会計の税収

と歳出の差が大きく乖離する状況が続いており、

毎年の国債発行額も高くなっています。尐子高齢

化に伴い、これから増大する社会保障費を考える

と日本の財政状況は深刻であり、財政再建のため

に増税が必要であるという見方が大勢です。 

 そういった部分で、消費税増税の是非を比べれ

ば名目成長率1.5％で消費税増税したときと、名

目成長率11.7％で消費税増税しないときが同じ税

収になるという見識データも出ております。これ

は大変新しい視点かもしれませんけれども、大切

なことは、消費税を増税しても経済成長率ができ

るだけ落ちないようにする方策をとるべきであり、

消費税増税を延期するか否かという議論に立つべ

きではないと考えております。 

 また、陳情にはマイナンバー制度は個人情報の

流出やプライバシーの侵害などの懸念を取り上げ

反対していますが、税と社会保障の一体改革の中

で国民共通番号、いわゆるマイナンバー制度は給

付と負担の公正性と明確性を確保するための基盤

であると考えられています。導入することで社会

保障や税制度の効率性、透明性を高める、そうい

った部分では国民にとって利便性の高い社会を実

現するといわれています。 

 今のところマイナンバーの活用範囲は限定され

ていますが、将来その範囲が拡大すれば事務事業

全般が効率化するという見方もあります。このマ

イナンバーという一般的な名前になっていますが、

最大の目的が納税者番号ともいわれていますが、

主要国で納税者番号のない国は日本ぐらいしかな

く、所得の捕捉率が低くなっているのも現実です。

そういった部分では、これをどのように公開と保

護のバランスをとっていく、いわゆる便利と安心

をバランスをとっていくかという視点に立って、

今ではそのコンピューター、ＩＴ等も同じような

利便性と恐怖のはざまに立っておりますが、どの

ようにメリットを広げるかということに議論を集

中するべきではないかという視点に立って、本陳

情に対しては不採択の立場でとらせていただきま

す。 

 以上です。 

○高橋委員 

 昨晩未明にかけて総選挙の開票が明らかになり、

政権党に大変厳しい国民の審判が寄せられました。
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その要因はやがて解明されるでしょうが、私が直

感しているのは、消費税の増税をしないと言って

おきながら、それを強行されたということが、家

庭を預かる地域の皆さんにとって、極めてショッ

キングな出来事ではなかったのかと、それがあの

結果になったような気がしてなりません。 

 今回、補正予算でも久田委員から御指摘があっ

たように、将来の消費税の歳入見込みについて御

議論がありました。消費税が上がれば歳入がふえ

るのかという基本的な問題については、ほんとに

解明しなきゃいかんというふうに思うんですね。

1997年に橋本内閣のもとで強行された消費税の

５％の増税、このとき医療費も一緒に上がりまし

たので総額９兆円の負担増になりました。当時景

気はどうだったかというと、今と違って回復途上、

こういう景気がありましたが、これがどん底に突

き落とされたわけであります。その結果、財政破

綻が一層ひどくなりました。 

 消費税増税前の1996年と増税した直近の2010年

の国の歳入状況をちょっと調べてみますと、消費

税は３％から５％になりましたが、消費税は7.6

兆円が12.7兆円になりました。消費税はふえまし

た。ところが、国の歳入は90.3兆円から76.2兆円

と歳入減ってしまったんですね。消費税は上がっ

た。今の議論は消費税は上がると、それはそうい

うことなんですが、国の歳入が下がっちゃったと。

なぜかといえば、それは景気が大幅に落ち込んで、

そして可処分所得が減ってきた。 

 1998年と2010年の民間給与を比べてみますと、

民間給与は87％に落ち込んでいます。大企業の内

部留保は182％、ぐっと右肩上がりで大幅な増収

ですね。この間にあわせて法人３税が大きく減税

されましたということも重ね合わせて考えますと、

消費税は確かに税額としてはふえたけども、国の

歳入が減っちゃったと、こういう議論が歴史的に

ありましたね。その結果、４年間で何と200兆円

もの借金がふえました。 

 今回はどうかといえば、消費税が10％に引き上

げられて13兆円、加えて年金の減額が明らかにな

りましたね、年間16兆円。さらに各種制度の改悪

等医療、保険料の引き上げなどによりまして年間

20兆円もの大幅負担が国民にかかるわけでありま

す。国民の所得は、先ほど言ったとおりです。こ

のままいけば、多分大幅に税収が下がり、日本経

済は底が抜けるような状況になることは明らかだ

と思うんですね。それでも消費税かと。 

 共産党は、したがって、社会保障の財源に消費

税を充てるのは好ましくないと、逆進性がありま

すから。そういう点で、新しい財源を発表して、

消費税によらない経済再建の道を提案しておりま

す。民主党が途中で八ツ場ダムなど腰砕けになり

ましたが、無駄の一掃、今申し上げた大企業の内

部留保。これは内部留保があるんだけど使う道が

ないと。これを下請単価の引き上げや労働者の雇

用の拡大につなげる、こういうことも必要ですし、

富裕層の増税、不公平税制の見直し、こういうも

のをしっかりやる。さらには累進性の強化という

ことをやっていけば消費税の13兆円を十分回収す

ることができるというふうに考えております。 

 したがって、本陳情が主張されている論点、ま

さに同感であります。本陳情に賛成をいたします。 

○山﨑委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第24号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第24号について不採択することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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○山﨑委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第24号 消費

税率引き上げ中止等を求める意見書の提出を求め

る陳情書の件は、不採択とすべきものと決定いた

しました。 

 以上で、本委員会付託された案件の審査は全て

終了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

 以上で、企画文教委員会を閉会いたします。お

疲れさまでした。 

午後２時51分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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